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「生涯学習社会構築に向けた文部科学省の取り組みと
各種学校の役割」

生涯学習による可能性の拡大、
自己実現及び社会貢献・地域課題解決に向けた環境整備に
関する中央教育審議会答申について
講師：文部科学省　生涯学習政策局　

生涯学習推進課民間教育事業振興室長　助川隆　室長

「文部科学省生涯学習推進課担当官との意見交換会」
コーディネーター：大橋啓一　全国各種学校協会会長

●はじめに
　全国各種学校協会の研修会にお招きいただき、ありがとうございます。本日は、平成28年5月30日

に中央教育審議会が取りまとめました答申についてご説明させていただきます。

　まず文部科学大臣より、昨年（平成27年）4月に中教審に諮問がありました。諮問は大きく2つの事

項に分かれておりまして、それぞれ、第一部、第二部としてまとめています。

　第一部は「専門職業人養成のための新たな高等教育機関」の制度化について中教審が取りまとめ

たものです。これから私が説明申し上げるのは、第二部「生涯学習による可能性の拡大、自己実現及

び社会貢献・地域課題解決に向けた環境整備について」です。中教審の下にはいくつか分科会があ

り、その中で生涯学習を検討していただく生涯学習分科会がございます。生涯学習分科会のさらに下

に学習成果活用部会というのを設け、そこを中心に「学習の成果を活用するためにどうすればいいか」と

いうことを検討していただいた成果がこの答申にまとめられています。

●生涯学習の成果を活用する際の課題
　人々が生涯を通じて何らかの学びをしていく上で、地域活動であれ、仕事の中であれ、学校の

中であれ、家庭の中であれ、学んだその成果を活用できたらいいですよね。そうは言っても、実

際に学んだ成果を社会で活用できるかというと、なかなかハードルが高いものです。例えば私が

珠算を学び、そのスキルを何かに役立てたいと思っても、どこに行けば役立つかわからないという

のが最初のハードルになります。一方で珠算の活動の機会を提供しているA氏がいるとします。A

氏は活動の機会を提供したい、ついてはこういう人材がほしいと思っていても、人材が見つから

ない。このように学習者と活動の機会を与えてくれる方とのうまいマッチングができないというのが、

ひとつの課題になります。

　現実には社会教育に関わるコーディネーターが地域におられたり、大学の生涯学習センターが

あったりします。そういうところに相談に行くと、次の学びの機会をこういう場所で提供していると

か、ここで人を募集しているので活躍の場があるとか、マッチングしてくれる場合があります。ただそれ

はコーディネーターの長年の経験や勘といった人力であって、それをもっと効率的にできないかという

課題も見えてきます。

　また次に、活動の場を見つけられたとしても、自分のスキルを説明することは容易ではありません。

珠算の場合は検定があり、また、国家資格や教員免許はわかりやすい証明になります。しかし「○○検

定に合格しています」といっても、その検定試験自体が知られていない場合があります。このように、活

動の場が見つかってもスキルを証明できないと実際の活動に結びつかないということが学習者側には

起こり得ます。これは逆に機会を提供するA氏の立場でも困った問題です。いかに「○○検定を持っ

ている」「○○ができる」とアピールされても、A氏としては本当にできる人なのか判断できないからで

す。

　つまり大まかには、生涯学習の成果を活用しようとした時、2つの課題が挙げられます。１点目はどう

やって人と人をマッチングするかです。そして2点目がマッチングされたとしても活動の場を提供する

側に学んだことをどう証明するかです。2点目については国家資格などで整備されている部分もありま

す。ただ検定試験というのは数多くあって、どれがどのレベルの実力の証明になるか、不明瞭な部分

もあります。また1点目の課題についても生涯学習の分野のコーディネーターがおられるけれど、より

効率的な方法はないか、答申では I CTの発展等も視野に入れて検討しています。

●地域の課題を地域で解決する「学びと活動の循環」形成
　あらためまして、本答申では第Ⅰ章、第Ⅱ章、第Ⅲ章が総論、第Ⅳ章は2点目の課題である、

学んだ成果を証明する方策の一つである検定試験についての検討。第Ⅴ章の「ICTを活用した‟生

涯学習プラットフォーム（仮称）”の構築」は1点目の課題であるマッチングについて検討していま

す。

　まず第Ⅰ章の「生涯学習を取り巻く状況」です。「社会状況の変化」として、たとえば人口減少

や科学技術イノベーション、グローバル化等により社会がいろいろ変わってきています。そうした

時に地域の課題をそれぞれの地域の住民自らの力で解決していくのが大事であろうと思われま

す。また生涯学習における「学習環境の変化」もさまざまに広がっています。例えばTVCMでもや

っているようにスマートフォンやパソコンでも学びの教材は提供されていて、ITを通しても学びの

機会は広がっています。ただ一方で地域住民の中で地域の問題を解決しようといっても、地域に

根差した学習の機会が減っている面もあります。

　こうした状況を踏まえ、平成20年と平成27年に中教審や教育再生実行会議でもろもろ提言が

なされてきました。要点だけを申せば、生涯を通じての学習の機会を充実させることは重要で、

学習した成果が評価され活用されることによって、地域の課題を解決していくことが重要としてい

ます。そして第Ⅲ章で示した今後の施策の基本的考えですが、「学びと活動の循環」をキーワー

ドとして、これを形成していく必要があると考えています。生涯学習で学んだ成果を地域の活動

につなげ、その活動＝たとえばボランティア自体がまた新たな学びになる。このような学びと活動

の循環の形成が重要ではないかと、基本的な視点として述べています。そこで、この学びの活動

の循環のために何をすればいいか、具体的な例としてあげているのが第Ⅳ章、第Ⅴ章です。

●検定試験の質の向上の必要性について
　では第Ⅳ章の「検定試験の質の向上等」に移ります。人々の学習の成果を証明するものとして、

例えば、国家資格や大学や専門学校の修了証書などがあります。それらは能力を示すわかりや

すい証明書になります。その他、民間ベースで行われている検定試験もあります。受験者数が多

いものですと、年間約300万人が受験されています。では、こうした民間ベースの検定試験は一

体どのくらいの数あるかというと、正確な数は把握できないのですが、ある資料では少なく見積も

って1000、多く見積もって5000という数字が出ていたりもします。さらには年に数十ずつ検定が

増えたり、減ったりもしていると思われます。そうした理由により、検定試験はそのすべてが、人々

のスキルをちゃんと測っているとは言い難く、そこで検定の質の確保・向上が求められます。質が

向上そして確保されていれば、活用する方も活用しやすくなります。

　では具体的な施策について資料に沿って、御説明いたします。「検定試験の評価及び情報の公

開」では、検定事業者には情報公開が求められ、評価を通じて質の改善と向上が求められるとし

ています。では公開すべき情報とは何であるか。基本的なところでは、どんな人がどのくらいの人

数受けているのか、またその難易度はどのくらいかということがあります。学校に関係するところで

は、例えば、学校の教科と対応するような検定試験の場合、学習指導要領とその検定がどのよう

に関わり、対比しているのかがわかると活用する側も活用しやすくなります。

　また、情報公開というとき、自己評価にも関わるところですが、本当にそのスキルを測っている

のですかということも問題になる場合があります。たとえばこの検定では英語の能力を測っていま

すと言いながら、出題された英語の問題には「アメリカの独立記念日はいつですか？」と、アメリ

カの歴史の知識があってはじめて答えられるようなものがあるとすると、これには齟齬があります。

試験の中身をしっかり整理して公開することも必要だと思われます。

●検定試験の自己評価と第三者評価について
　次に自己評価というのがありますが、「検定事業者は検定試験の質の向上のため、「検定試験

の自己評価シート」を活用して自己評価」するようお願いしています。この自己評価シートはHP

でも公開していて、そこでは、検定試験は何を目的としていますか、その目的に対応した検定内

容になっていますか、といったことを自己評価するシートになっています。このほか、試験の運営

で本人確認はきちんとできていますかといったことも含め、自己評価するようお願いしています。

この自己評価に関しては毎年１回はやっていただきたいとお願いしていて、検定試験を受験する

人にも、検定試験を活用する企業や学校にもわかるように公開するようお願いしています。また、

次のところでは自己評価シートとありますが、さらに新しい最新の状況を加味して自己評価シート

を改定するなどして、ガイドラインを作っていくことが望ましいとしております。中教審のこの答申

を踏まえ、我々文科省としてもより深い検討の場を設けていきたいと思っております。

　次に「第三者評価」についてです。自己評価というのは、普段の日々の自己点検に加えて、統

一的なフォーマット（ひな形）に従い行ってもらうものです。これに対し、第三者評価というのはよ

り客観的な評価によって質を向上していくものです。第三者評価は試みとしてかつてやったこと

はありますが、体系的にやっていきましょうといっているのが本答申です。自己評価をもとに、さら

に第三者評価をぜひ受けていただきたい、しかも民間事業者により第三者評価をやっていただ

きたいと示しています。回数は3～4年に1回やっていただき、その結果を公表していただいて、

学校や地域活動を提供してくださる方や活用してくださる方がその検定試験を活用しやすくなる

ような情報公開にしてくださいと述べています。自己評価や第三者評価については、これから国

としてもさらに詳細を検討していきたいと考えています。

●検定試験の一層の社会的活用のために期待される取組
　さて、これまでは検定試験の質を向上させてください、そのためにはこういう方法があると紹介し

てきました。質の向上により社会的な活用の可能性の幅が広がっていくのではないかとお示しす

るのが次です。

　検定試験の一層の社会的活用のために検定試験の関係者に期待される取組としてそれぞれ

例を挙げて提案しています。例えば検定事業者には実施者自らの組織運営の情報を公表し、検

定試験の合格者数や合格率を公表し、この検定で測ろうとしているのはこういう資質だということ

を活用者のために示してあげる。こうしたことが検定の質の向上につながり、利用者の拡大にも

つながるのではないか、あるいはこの検定が社会でどう活用されているか示すことも有効と考えま

す。その他、基礎段階から発展段階まで、検定試験を級ごとに段階付け、学習者が一生涯にわ

たって学習に励み継続できるよう実施することも提案しています。また企業については受験を推

奨する検定試験の明示や、受験料の負担軽減なども考えられるとしています。

　ここで、企業において検定試験が実際に活用されている例を紹介します。これは中教審に来て

いただいたアップコン株式会社の取組です。

　地盤沈下すると建物が傾きます。このような場合に、アップコン株式会社が、建物を持ち上げ、

傾きを直すという工事をしています。この企業では日本語検定の3級を取るよう、全社員に奨励し

ています。日本語検定は、漢字・敬語・文法・語彙・言葉の意味・表記の領域から出題され、日本

語の総合的な運用能力を測るもので、3級は、「高校卒業レベル～社会人基礎レベル」です。で

は、なぜこの会社では日本語検定を取るよう指導しているか、代表取締役から話をお聞きしまし

た。

　アップコン株式会社の業務は沈んだ建物を持ち上げるものですが、顧客は、工事自体ではなく、

施工担当者が作成した報告書によって、施行内容・結果を知ることになります。ところが、担当者

が書く報告書は意味が伝わりにくいなど、上司のチェック段階でも首をかしげることがよくあったと

いいます。そこで、報告書をより良いものにするために取り入れたのが、日本語検定でした。実際

に日本語検定を取り入れた後は、まずは報告書の作成にかかる時間が半分になったということで

す。加えて上司の報告書のチェックで引っかかる部分が減り、企業としては検定の活用により企業

経営効率がアップしたということでした。そこで入社時より日本語検定を持っている人を優遇し、

そうでない人も入社してから検定を受ける活用の仕方で企業の経営効率アップを実現していると

いう報告でした。

　文科省では別な検定の活用法も検討しています。学校では、子どもたちの学んだ成果を多面

的に評価することが求められています。その評価のひとつとして検定を活用することを検討してい

るのです。高校段階でも学校教育の目標に応じて単位認定を行うなどの取組が期待されるとして

います。さらには国、地方、公共団体においては、検定が産業界や学校でも活用しやすくなるよう、

検定事業者との対話の場を設定し、支援すると述べています。

●ICTを活用した生涯学習プラットフォーム
　では次に第Ⅴ章の説明に移ります。

　第Ⅴ章は生涯学習の成果を活用する時の課題のひとつに挙げたマッチングに関わる部分です。

マッチングは、従来から、大学の生涯学習センター等による相談や情報提供により行われていま

す。このような取組を支援するために、ICTの進展を踏まえ、ICTを活用して学んだ成果を記録し、

活躍の場につなげてもらうことも可能ではないかというのがこの提案です。

　参考資料3をご覧ください。ICTを活用した生涯学習のプラットフォームに必要とされる3つの機

能です。

　1番目が「学習機会の提供機能」です。インターネットで買い物をする場合、「この商品を買った

人はこの商品も見ています」と表示されることがあります。これをレコメンド機能といいます。同じよ

うに、生涯学習でもICTを活用すると、学習者がこういう学びをしてこういう活動をしてきたというこ

とが蓄積されることで、次の学びや活動の場を推薦してくれるというのが「学習機会の提供機能」

です。これができれば、学習者と活動の場をコーディネートしてくれるコーディネーター側も、そう

いう情報を参考に、活用の機会を紹介しやすくなるということもあり得ます。

　2番目が「学習・活動履歴の記録・証明機能」です。これは前者の「学習機会の提供機能」を基

礎づけるものです。例えば履歴書には学歴や職歴を書く欄があります。加えて○○検定取得や

公開講座でこういう講座の修了証を持っていると書くこともできます。そういう履歴を上手く蓄積で

きれば自分の能力を証明しやすくなります。学びの記録を学習者本人が書き加えるかというと、

簡単にはいかない場合もあるかと思います。しかし生涯学習プラットフォームがいろんなシステム

とつながれば、自動的にデータを取り込めるようになります。

　学習履歴が集約されていれば、自分の学習の成果をスムーズに確認できることになります。その

個人情報を自分で公にする内容とそうではない内容を管理し相手に見せることができれば、自分

がどういうことができる人間か、より深く効率的に知ってもらうことができます。これが「学習・活動

履歴の記録・証明機能」です。

　3番目が「学習者等のネットワーク化機能」です。Facebookなどをイメージしてもらえるといいの

ですが、そういうところで他の学習者とつながってモチベーションをもって学ぶことができたり、そ

のつながりから違う学びの場を見つけたり、さらには学びを活用する場も見つけられるのではな

いかというのが「学習者等のネットワーク化機能」です。

●最後に
　このような形で、生涯学習プラットフォームというものも考えられるのではないかとお話ししました

が、ではこれが今日明日にもできるかといえば、それは考えにくいことです。総務省において、初

等中等教育段階の実証事業をやっていて、その総務省の成果も活用しながら検討する必要があ

ります。このとき、特に個人情報保護は重要な問題です。また、国としても研究の余地はあり、文

科省も民間への委託を含め研究し、生涯学習プラットフォームのあり方を引き続き検討していると

ころです。

　以上が、第二部の概略です。ご清聴、ありがとうございました。
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生涯学習による可能性の拡大、
自己実現及び社会貢献・地域課題解決に向けた環境整備に
関する中央教育審議会答申について

講師 ： 文部科学省　生涯学習政策局　

生涯学習推進課民間教育事業振興室長　助川隆　室長

●はじめに
　全国各種学校協会の研修会にお招きいただき、ありがとうございます。本日は、平成28年5月30日

に中央教育審議会が取りまとめました答申についてご説明させていただきます。

　まず文部科学大臣より、昨年（平成27年）4月に中教審に諮問がありました。諮問は大きく2つの事

項に分かれておりまして、それぞれ、第一部、第二部としてまとめています。

　第一部は「専門職業人養成のための新たな高等教育機関」の制度化について中教審が取りまとめ

たものです。これから私が説明申し上げるのは、第二部「生涯学習による可能性の拡大、自己実現及

び社会貢献・地域課題解決に向けた環境整備について」です。中教審の下にはいくつか分科会があ

り、その中で生涯学習を検討していただく生涯学習分科会がございます。生涯学習分科会のさらに下

に学習成果活用部会というのを設け、そこを中心に「学習の成果を活用するためにどうすればいいか」と

いうことを検討していただいた成果がこの答申にまとめられています。

●生涯学習の成果を活用する際の課題
　人々が生涯を通じて何らかの学びをしていく上で、地域活動であれ、仕事の中であれ、学校の

中であれ、家庭の中であれ、学んだその成果を活用できたらいいですよね。そうは言っても、実

際に学んだ成果を社会で活用できるかというと、なかなかハードルが高いものです。例えば私が

珠算を学び、そのスキルを何かに役立てたいと思っても、どこに行けば役立つかわからないという

のが最初のハードルになります。一方で珠算の活動の機会を提供しているA氏がいるとします。A

氏は活動の機会を提供したい、ついてはこういう人材がほしいと思っていても、人材が見つから

ない。このように学習者と活動の機会を与えてくれる方とのうまいマッチングができないというのが、

ひとつの課題になります。

　現実には社会教育に関わるコーディネーターが地域におられたり、大学の生涯学習センターが

あったりします。そういうところに相談に行くと、次の学びの機会をこういう場所で提供していると

か、ここで人を募集しているので活躍の場があるとか、マッチングしてくれる場合があります。ただそれ

はコーディネーターの長年の経験や勘といった人力であって、それをもっと効率的にできないかという

課題も見えてきます。

　また次に、活動の場を見つけられたとしても、自分のスキルを説明することは容易ではありません。

珠算の場合は検定があり、また、国家資格や教員免許はわかりやすい証明になります。しかし「○○検

定に合格しています」といっても、その検定試験自体が知られていない場合があります。このように、活

動の場が見つかってもスキルを証明できないと実際の活動に結びつかないということが学習者側には

起こり得ます。これは逆に機会を提供するA氏の立場でも困った問題です。いかに「○○検定を持っ

ている」「○○ができる」とアピールされても、A氏としては本当にできる人なのか判断できないからで

す。

　つまり大まかには、生涯学習の成果を活用しようとした時、2つの課題が挙げられます。１点目はどう

やって人と人をマッチングするかです。そして2点目がマッチングされたとしても活動の場を提供する

側に学んだことをどう証明するかです。2点目については国家資格などで整備されている部分もありま

す。ただ検定試験というのは数多くあって、どれがどのレベルの実力の証明になるか、不明瞭な部分

もあります。また1点目の課題についても生涯学習の分野のコーディネーターがおられるけれど、より

効率的な方法はないか、答申では I CTの発展等も視野に入れて検討しています。

●地域の課題を地域で解決する「学びと活動の循環」形成
　あらためまして、本答申では第Ⅰ章、第Ⅱ章、第Ⅲ章が総論、第Ⅳ章は2点目の課題である、

学んだ成果を証明する方策の一つである検定試験についての検討。第Ⅴ章の「ICTを活用した‟生

涯学習プラットフォーム（仮称）”の構築」は1点目の課題であるマッチングについて検討していま

す。

　まず第Ⅰ章の「生涯学習を取り巻く状況」です。「社会状況の変化」として、たとえば人口減少

や科学技術イノベーション、グローバル化等により社会がいろいろ変わってきています。そうした

時に地域の課題をそれぞれの地域の住民自らの力で解決していくのが大事であろうと思われま

す。また生涯学習における「学習環境の変化」もさまざまに広がっています。例えばTVCMでもや

っているようにスマートフォンやパソコンでも学びの教材は提供されていて、ITを通しても学びの

機会は広がっています。ただ一方で地域住民の中で地域の問題を解決しようといっても、地域に

根差した学習の機会が減っている面もあります。

　こうした状況を踏まえ、平成20年と平成27年に中教審や教育再生実行会議でもろもろ提言が

なされてきました。要点だけを申せば、生涯を通じての学習の機会を充実させることは重要で、

学習した成果が評価され活用されることによって、地域の課題を解決していくことが重要としてい

ます。そして第Ⅲ章で示した今後の施策の基本的考えですが、「学びと活動の循環」をキーワー

ドとして、これを形成していく必要があると考えています。生涯学習で学んだ成果を地域の活動

につなげ、その活動＝たとえばボランティア自体がまた新たな学びになる。このような学びと活動

の循環の形成が重要ではないかと、基本的な視点として述べています。そこで、この学びの活動

の循環のために何をすればいいか、具体的な例としてあげているのが第Ⅳ章、第Ⅴ章です。

●検定試験の質の向上の必要性について
　では第Ⅳ章の「検定試験の質の向上等」に移ります。人々の学習の成果を証明するものとして、

例えば、国家資格や大学や専門学校の修了証書などがあります。それらは能力を示すわかりや

すい証明書になります。その他、民間ベースで行われている検定試験もあります。受験者数が多

いものですと、年間約300万人が受験されています。では、こうした民間ベースの検定試験は一

体どのくらいの数あるかというと、正確な数は把握できないのですが、ある資料では少なく見積も

って1000、多く見積もって5000という数字が出ていたりもします。さらには年に数十ずつ検定が

増えたり、減ったりもしていると思われます。そうした理由により、検定試験はそのすべてが、人々

のスキルをちゃんと測っているとは言い難く、そこで検定の質の確保・向上が求められます。質が

向上そして確保されていれば、活用する方も活用しやすくなります。

　では具体的な施策について資料に沿って、御説明いたします。「検定試験の評価及び情報の公

開」では、検定事業者には情報公開が求められ、評価を通じて質の改善と向上が求められるとし

ています。では公開すべき情報とは何であるか。基本的なところでは、どんな人がどのくらいの人

数受けているのか、またその難易度はどのくらいかということがあります。学校に関係するところで

は、例えば、学校の教科と対応するような検定試験の場合、学習指導要領とその検定がどのよう

に関わり、対比しているのかがわかると活用する側も活用しやすくなります。

　また、情報公開というとき、自己評価にも関わるところですが、本当にそのスキルを測っている

のですかということも問題になる場合があります。たとえばこの検定では英語の能力を測っていま

すと言いながら、出題された英語の問題には「アメリカの独立記念日はいつですか？」と、アメリ

カの歴史の知識があってはじめて答えられるようなものがあるとすると、これには齟齬があります。

試験の中身をしっかり整理して公開することも必要だと思われます。

●検定試験の自己評価と第三者評価について
　次に自己評価というのがありますが、「検定事業者は検定試験の質の向上のため、「検定試験

の自己評価シート」を活用して自己評価」するようお願いしています。この自己評価シートはHP

でも公開していて、そこでは、検定試験は何を目的としていますか、その目的に対応した検定内

容になっていますか、といったことを自己評価するシートになっています。このほか、試験の運営

で本人確認はきちんとできていますかといったことも含め、自己評価するようお願いしています。

この自己評価に関しては毎年１回はやっていただきたいとお願いしていて、検定試験を受験する

人にも、検定試験を活用する企業や学校にもわかるように公開するようお願いしています。また、

次のところでは自己評価シートとありますが、さらに新しい最新の状況を加味して自己評価シート

を改定するなどして、ガイドラインを作っていくことが望ましいとしております。中教審のこの答申

を踏まえ、我々文科省としてもより深い検討の場を設けていきたいと思っております。

　次に「第三者評価」についてです。自己評価というのは、普段の日々の自己点検に加えて、統

一的なフォーマット（ひな形）に従い行ってもらうものです。これに対し、第三者評価というのはよ

り客観的な評価によって質を向上していくものです。第三者評価は試みとしてかつてやったこと

はありますが、体系的にやっていきましょうといっているのが本答申です。自己評価をもとに、さら

に第三者評価をぜひ受けていただきたい、しかも民間事業者により第三者評価をやっていただ

きたいと示しています。回数は3～4年に1回やっていただき、その結果を公表していただいて、

学校や地域活動を提供してくださる方や活用してくださる方がその検定試験を活用しやすくなる

ような情報公開にしてくださいと述べています。自己評価や第三者評価については、これから国

としてもさらに詳細を検討していきたいと考えています。

●検定試験の一層の社会的活用のために期待される取組
　さて、これまでは検定試験の質を向上させてください、そのためにはこういう方法があると紹介し

てきました。質の向上により社会的な活用の可能性の幅が広がっていくのではないかとお示しす

るのが次です。

　検定試験の一層の社会的活用のために検定試験の関係者に期待される取組としてそれぞれ

例を挙げて提案しています。例えば検定事業者には実施者自らの組織運営の情報を公表し、検

定試験の合格者数や合格率を公表し、この検定で測ろうとしているのはこういう資質だということ

を活用者のために示してあげる。こうしたことが検定の質の向上につながり、利用者の拡大にも

つながるのではないか、あるいはこの検定が社会でどう活用されているか示すことも有効と考えま

す。その他、基礎段階から発展段階まで、検定試験を級ごとに段階付け、学習者が一生涯にわ

たって学習に励み継続できるよう実施することも提案しています。また企業については受験を推

奨する検定試験の明示や、受験料の負担軽減なども考えられるとしています。

　ここで、企業において検定試験が実際に活用されている例を紹介します。これは中教審に来て

いただいたアップコン株式会社の取組です。

　地盤沈下すると建物が傾きます。このような場合に、アップコン株式会社が、建物を持ち上げ、

傾きを直すという工事をしています。この企業では日本語検定の3級を取るよう、全社員に奨励し

ています。日本語検定は、漢字・敬語・文法・語彙・言葉の意味・表記の領域から出題され、日本

語の総合的な運用能力を測るもので、3級は、「高校卒業レベル～社会人基礎レベル」です。で

は、なぜこの会社では日本語検定を取るよう指導しているか、代表取締役から話をお聞きしまし

た。

　アップコン株式会社の業務は沈んだ建物を持ち上げるものですが、顧客は、工事自体ではなく、

施工担当者が作成した報告書によって、施行内容・結果を知ることになります。ところが、担当者

が書く報告書は意味が伝わりにくいなど、上司のチェック段階でも首をかしげることがよくあったと

いいます。そこで、報告書をより良いものにするために取り入れたのが、日本語検定でした。実際

に日本語検定を取り入れた後は、まずは報告書の作成にかかる時間が半分になったということで

す。加えて上司の報告書のチェックで引っかかる部分が減り、企業としては検定の活用により企業

経営効率がアップしたということでした。そこで入社時より日本語検定を持っている人を優遇し、

そうでない人も入社してから検定を受ける活用の仕方で企業の経営効率アップを実現していると

いう報告でした。

　文科省では別な検定の活用法も検討しています。学校では、子どもたちの学んだ成果を多面

的に評価することが求められています。その評価のひとつとして検定を活用することを検討してい

るのです。高校段階でも学校教育の目標に応じて単位認定を行うなどの取組が期待されるとして

います。さらには国、地方、公共団体においては、検定が産業界や学校でも活用しやすくなるよう、

検定事業者との対話の場を設定し、支援すると述べています。

●ICTを活用した生涯学習プラットフォーム
　では次に第Ⅴ章の説明に移ります。

　第Ⅴ章は生涯学習の成果を活用する時の課題のひとつに挙げたマッチングに関わる部分です。

マッチングは、従来から、大学の生涯学習センター等による相談や情報提供により行われていま

す。このような取組を支援するために、ICTの進展を踏まえ、ICTを活用して学んだ成果を記録し、

活躍の場につなげてもらうことも可能ではないかというのがこの提案です。

　参考資料3をご覧ください。ICTを活用した生涯学習のプラットフォームに必要とされる3つの機

能です。

　1番目が「学習機会の提供機能」です。インターネットで買い物をする場合、「この商品を買った

人はこの商品も見ています」と表示されることがあります。これをレコメンド機能といいます。同じよ

うに、生涯学習でもICTを活用すると、学習者がこういう学びをしてこういう活動をしてきたというこ

とが蓄積されることで、次の学びや活動の場を推薦してくれるというのが「学習機会の提供機能」

です。これができれば、学習者と活動の場をコーディネートしてくれるコーディネーター側も、そう

いう情報を参考に、活用の機会を紹介しやすくなるということもあり得ます。

　2番目が「学習・活動履歴の記録・証明機能」です。これは前者の「学習機会の提供機能」を基

礎づけるものです。例えば履歴書には学歴や職歴を書く欄があります。加えて○○検定取得や

公開講座でこういう講座の修了証を持っていると書くこともできます。そういう履歴を上手く蓄積で

きれば自分の能力を証明しやすくなります。学びの記録を学習者本人が書き加えるかというと、

簡単にはいかない場合もあるかと思います。しかし生涯学習プラットフォームがいろんなシステム

とつながれば、自動的にデータを取り込めるようになります。

　学習履歴が集約されていれば、自分の学習の成果をスムーズに確認できることになります。その

個人情報を自分で公にする内容とそうではない内容を管理し相手に見せることができれば、自分

がどういうことができる人間か、より深く効率的に知ってもらうことができます。これが「学習・活動

履歴の記録・証明機能」です。

　3番目が「学習者等のネットワーク化機能」です。Facebookなどをイメージしてもらえるといいの

ですが、そういうところで他の学習者とつながってモチベーションをもって学ぶことができたり、そ

のつながりから違う学びの場を見つけたり、さらには学びを活用する場も見つけられるのではな

いかというのが「学習者等のネットワーク化機能」です。

●最後に
　このような形で、生涯学習プラットフォームというものも考えられるのではないかとお話ししました

が、ではこれが今日明日にもできるかといえば、それは考えにくいことです。総務省において、初

等中等教育段階の実証事業をやっていて、その総務省の成果も活用しながら検討する必要があ

ります。このとき、特に個人情報保護は重要な問題です。また、国としても研究の余地はあり、文

科省も民間への委託を含め研究し、生涯学習プラットフォームのあり方を引き続き検討していると

ころです。

　以上が、第二部の概略です。ご清聴、ありがとうございました。



●はじめに
　全国各種学校協会の研修会にお招きいただき、ありがとうございます。本日は、平成28年5月30日

に中央教育審議会が取りまとめました答申についてご説明させていただきます。

　まず文部科学大臣より、昨年（平成27年）4月に中教審に諮問がありました。諮問は大きく2つの事

項に分かれておりまして、それぞれ、第一部、第二部としてまとめています。

　第一部は「専門職業人養成のための新たな高等教育機関」の制度化について中教審が取りまとめ

たものです。これから私が説明申し上げるのは、第二部「生涯学習による可能性の拡大、自己実現及

び社会貢献・地域課題解決に向けた環境整備について」です。中教審の下にはいくつか分科会があ

り、その中で生涯学習を検討していただく生涯学習分科会がございます。生涯学習分科会のさらに下

に学習成果活用部会というのを設け、そこを中心に「学習の成果を活用するためにどうすればいいか」と

いうことを検討していただいた成果がこの答申にまとめられています。

●生涯学習の成果を活用する際の課題
　人々が生涯を通じて何らかの学びをしていく上で、地域活動であれ、仕事の中であれ、学校の

中であれ、家庭の中であれ、学んだその成果を活用できたらいいですよね。そうは言っても、実

際に学んだ成果を社会で活用できるかというと、なかなかハードルが高いものです。例えば私が

珠算を学び、そのスキルを何かに役立てたいと思っても、どこに行けば役立つかわからないという

のが最初のハードルになります。一方で珠算の活動の機会を提供しているA氏がいるとします。A

氏は活動の機会を提供したい、ついてはこういう人材がほしいと思っていても、人材が見つから

ない。このように学習者と活動の機会を与えてくれる方とのうまいマッチングができないというのが、

ひとつの課題になります。

　現実には社会教育に関わるコーディネーターが地域におられたり、大学の生涯学習センターが

あったりします。そういうところに相談に行くと、次の学びの機会をこういう場所で提供していると

か、ここで人を募集しているので活躍の場があるとか、マッチングしてくれる場合があります。ただそれ

ー3ー

はコーディネーターの長年の経験や勘といった人力であって、それをもっと効率的にできないかという

課題も見えてきます。

　また次に、活動の場を見つけられたとしても、自分のスキルを説明することは容易ではありません。

珠算の場合は検定があり、また、国家資格や教員免許はわかりやすい証明になります。しかし「○○検

定に合格しています」といっても、その検定試験自体が知られていない場合があります。このように、活

動の場が見つかってもスキルを証明できないと実際の活動に結びつかないということが学習者側には

起こり得ます。これは逆に機会を提供するA氏の立場でも困った問題です。いかに「○○検定を持っ

ている」「○○ができる」とアピールされても、A氏としては本当にできる人なのか判断できないからで

す。

　つまり大まかには、生涯学習の成果を活用しようとした時、2つの課題が挙げられます。１点目はどう

やって人と人をマッチングするかです。そして2点目がマッチングされたとしても活動の場を提供する

側に学んだことをどう証明するかです。2点目については国家資格などで整備されている部分もありま

す。ただ検定試験というのは数多くあって、どれがどのレベルの実力の証明になるか、不明瞭な部分

もあります。また1点目の課題についても生涯学習の分野のコーディネーターがおられるけれど、より

効率的な方法はないか、答申では I CTの発展等も視野に入れて検討しています。

●地域の課題を地域で解決する「学びと活動の循環」形成
　あらためまして、本答申では第Ⅰ章、第Ⅱ章、第Ⅲ章が総論、第Ⅳ章は2点目の課題である、

学んだ成果を証明する方策の一つである検定試験についての検討。第Ⅴ章の「ICTを活用した‟生

涯学習プラットフォーム（仮称）”の構築」は1点目の課題であるマッチングについて検討していま

す。

　まず第Ⅰ章の「生涯学習を取り巻く状況」です。「社会状況の変化」として、たとえば人口減少

や科学技術イノベーション、グローバル化等により社会がいろいろ変わってきています。そうした

時に地域の課題をそれぞれの地域の住民自らの力で解決していくのが大事であろうと思われま

す。また生涯学習における「学習環境の変化」もさまざまに広がっています。例えばTVCMでもや

っているようにスマートフォンやパソコンでも学びの教材は提供されていて、ITを通しても学びの

機会は広がっています。ただ一方で地域住民の中で地域の問題を解決しようといっても、地域に

根差した学習の機会が減っている面もあります。

　こうした状況を踏まえ、平成20年と平成27年に中教審や教育再生実行会議でもろもろ提言が

なされてきました。要点だけを申せば、生涯を通じての学習の機会を充実させることは重要で、

学習した成果が評価され活用されることによって、地域の課題を解決していくことが重要としてい

ます。そして第Ⅲ章で示した今後の施策の基本的考えですが、「学びと活動の循環」をキーワー

ドとして、これを形成していく必要があると考えています。生涯学習で学んだ成果を地域の活動

につなげ、その活動＝たとえばボランティア自体がまた新たな学びになる。このような学びと活動

の循環の形成が重要ではないかと、基本的な視点として述べています。そこで、この学びの活動

の循環のために何をすればいいか、具体的な例としてあげているのが第Ⅳ章、第Ⅴ章です。

●検定試験の質の向上の必要性について
　では第Ⅳ章の「検定試験の質の向上等」に移ります。人々の学習の成果を証明するものとして、

例えば、国家資格や大学や専門学校の修了証書などがあります。それらは能力を示すわかりや

すい証明書になります。その他、民間ベースで行われている検定試験もあります。受験者数が多

いものですと、年間約300万人が受験されています。では、こうした民間ベースの検定試験は一

体どのくらいの数あるかというと、正確な数は把握できないのですが、ある資料では少なく見積も

って1000、多く見積もって5000という数字が出ていたりもします。さらには年に数十ずつ検定が

増えたり、減ったりもしていると思われます。そうした理由により、検定試験はそのすべてが、人々

のスキルをちゃんと測っているとは言い難く、そこで検定の質の確保・向上が求められます。質が

向上そして確保されていれば、活用する方も活用しやすくなります。

　では具体的な施策について資料に沿って、御説明いたします。「検定試験の評価及び情報の公

開」では、検定事業者には情報公開が求められ、評価を通じて質の改善と向上が求められるとし

ています。では公開すべき情報とは何であるか。基本的なところでは、どんな人がどのくらいの人

数受けているのか、またその難易度はどのくらいかということがあります。学校に関係するところで

は、例えば、学校の教科と対応するような検定試験の場合、学習指導要領とその検定がどのよう

に関わり、対比しているのかがわかると活用する側も活用しやすくなります。

　また、情報公開というとき、自己評価にも関わるところですが、本当にそのスキルを測っている

のですかということも問題になる場合があります。たとえばこの検定では英語の能力を測っていま

すと言いながら、出題された英語の問題には「アメリカの独立記念日はいつですか？」と、アメリ

カの歴史の知識があってはじめて答えられるようなものがあるとすると、これには齟齬があります。

試験の中身をしっかり整理して公開することも必要だと思われます。

●検定試験の自己評価と第三者評価について
　次に自己評価というのがありますが、「検定事業者は検定試験の質の向上のため、「検定試験

の自己評価シート」を活用して自己評価」するようお願いしています。この自己評価シートはHP

でも公開していて、そこでは、検定試験は何を目的としていますか、その目的に対応した検定内

容になっていますか、といったことを自己評価するシートになっています。このほか、試験の運営

で本人確認はきちんとできていますかといったことも含め、自己評価するようお願いしています。

この自己評価に関しては毎年１回はやっていただきたいとお願いしていて、検定試験を受験する

人にも、検定試験を活用する企業や学校にもわかるように公開するようお願いしています。また、

次のところでは自己評価シートとありますが、さらに新しい最新の状況を加味して自己評価シート

を改定するなどして、ガイドラインを作っていくことが望ましいとしております。中教審のこの答申

を踏まえ、我々文科省としてもより深い検討の場を設けていきたいと思っております。

　次に「第三者評価」についてです。自己評価というのは、普段の日々の自己点検に加えて、統

一的なフォーマット（ひな形）に従い行ってもらうものです。これに対し、第三者評価というのはよ

り客観的な評価によって質を向上していくものです。第三者評価は試みとしてかつてやったこと

はありますが、体系的にやっていきましょうといっているのが本答申です。自己評価をもとに、さら

に第三者評価をぜひ受けていただきたい、しかも民間事業者により第三者評価をやっていただ

きたいと示しています。回数は3～4年に1回やっていただき、その結果を公表していただいて、

学校や地域活動を提供してくださる方や活用してくださる方がその検定試験を活用しやすくなる

ような情報公開にしてくださいと述べています。自己評価や第三者評価については、これから国

としてもさらに詳細を検討していきたいと考えています。

●検定試験の一層の社会的活用のために期待される取組
　さて、これまでは検定試験の質を向上させてください、そのためにはこういう方法があると紹介し

てきました。質の向上により社会的な活用の可能性の幅が広がっていくのではないかとお示しす

るのが次です。

　検定試験の一層の社会的活用のために検定試験の関係者に期待される取組としてそれぞれ

例を挙げて提案しています。例えば検定事業者には実施者自らの組織運営の情報を公表し、検

定試験の合格者数や合格率を公表し、この検定で測ろうとしているのはこういう資質だということ

を活用者のために示してあげる。こうしたことが検定の質の向上につながり、利用者の拡大にも

つながるのではないか、あるいはこの検定が社会でどう活用されているか示すことも有効と考えま

す。その他、基礎段階から発展段階まで、検定試験を級ごとに段階付け、学習者が一生涯にわ

たって学習に励み継続できるよう実施することも提案しています。また企業については受験を推

奨する検定試験の明示や、受験料の負担軽減なども考えられるとしています。

　ここで、企業において検定試験が実際に活用されている例を紹介します。これは中教審に来て

いただいたアップコン株式会社の取組です。

　地盤沈下すると建物が傾きます。このような場合に、アップコン株式会社が、建物を持ち上げ、

傾きを直すという工事をしています。この企業では日本語検定の3級を取るよう、全社員に奨励し

ています。日本語検定は、漢字・敬語・文法・語彙・言葉の意味・表記の領域から出題され、日本

語の総合的な運用能力を測るもので、3級は、「高校卒業レベル～社会人基礎レベル」です。で

は、なぜこの会社では日本語検定を取るよう指導しているか、代表取締役から話をお聞きしまし

た。

　アップコン株式会社の業務は沈んだ建物を持ち上げるものですが、顧客は、工事自体ではなく、

施工担当者が作成した報告書によって、施行内容・結果を知ることになります。ところが、担当者

が書く報告書は意味が伝わりにくいなど、上司のチェック段階でも首をかしげることがよくあったと

いいます。そこで、報告書をより良いものにするために取り入れたのが、日本語検定でした。実際

に日本語検定を取り入れた後は、まずは報告書の作成にかかる時間が半分になったということで

す。加えて上司の報告書のチェックで引っかかる部分が減り、企業としては検定の活用により企業

経営効率がアップしたということでした。そこで入社時より日本語検定を持っている人を優遇し、

そうでない人も入社してから検定を受ける活用の仕方で企業の経営効率アップを実現していると

いう報告でした。

　文科省では別な検定の活用法も検討しています。学校では、子どもたちの学んだ成果を多面

的に評価することが求められています。その評価のひとつとして検定を活用することを検討してい

るのです。高校段階でも学校教育の目標に応じて単位認定を行うなどの取組が期待されるとして

います。さらには国、地方、公共団体においては、検定が産業界や学校でも活用しやすくなるよう、

検定事業者との対話の場を設定し、支援すると述べています。

●ICTを活用した生涯学習プラットフォーム
　では次に第Ⅴ章の説明に移ります。

　第Ⅴ章は生涯学習の成果を活用する時の課題のひとつに挙げたマッチングに関わる部分です。

マッチングは、従来から、大学の生涯学習センター等による相談や情報提供により行われていま

す。このような取組を支援するために、ICTの進展を踏まえ、ICTを活用して学んだ成果を記録し、

活躍の場につなげてもらうことも可能ではないかというのがこの提案です。

　参考資料3をご覧ください。ICTを活用した生涯学習のプラットフォームに必要とされる3つの機

能です。

　1番目が「学習機会の提供機能」です。インターネットで買い物をする場合、「この商品を買った

人はこの商品も見ています」と表示されることがあります。これをレコメンド機能といいます。同じよ

うに、生涯学習でもICTを活用すると、学習者がこういう学びをしてこういう活動をしてきたというこ

とが蓄積されることで、次の学びや活動の場を推薦してくれるというのが「学習機会の提供機能」

です。これができれば、学習者と活動の場をコーディネートしてくれるコーディネーター側も、そう

いう情報を参考に、活用の機会を紹介しやすくなるということもあり得ます。

　2番目が「学習・活動履歴の記録・証明機能」です。これは前者の「学習機会の提供機能」を基

礎づけるものです。例えば履歴書には学歴や職歴を書く欄があります。加えて○○検定取得や

公開講座でこういう講座の修了証を持っていると書くこともできます。そういう履歴を上手く蓄積で

きれば自分の能力を証明しやすくなります。学びの記録を学習者本人が書き加えるかというと、

簡単にはいかない場合もあるかと思います。しかし生涯学習プラットフォームがいろんなシステム

とつながれば、自動的にデータを取り込めるようになります。

　学習履歴が集約されていれば、自分の学習の成果をスムーズに確認できることになります。その

個人情報を自分で公にする内容とそうではない内容を管理し相手に見せることができれば、自分

がどういうことができる人間か、より深く効率的に知ってもらうことができます。これが「学習・活動

履歴の記録・証明機能」です。

　3番目が「学習者等のネットワーク化機能」です。Facebookなどをイメージしてもらえるといいの

ですが、そういうところで他の学習者とつながってモチベーションをもって学ぶことができたり、そ

のつながりから違う学びの場を見つけたり、さらには学びを活用する場も見つけられるのではな

いかというのが「学習者等のネットワーク化機能」です。

●最後に
　このような形で、生涯学習プラットフォームというものも考えられるのではないかとお話ししました

が、ではこれが今日明日にもできるかといえば、それは考えにくいことです。総務省において、初

等中等教育段階の実証事業をやっていて、その総務省の成果も活用しながら検討する必要があ

ります。このとき、特に個人情報保護は重要な問題です。また、国としても研究の余地はあり、文

科省も民間への委託を含め研究し、生涯学習プラットフォームのあり方を引き続き検討していると

ころです。

　以上が、第二部の概略です。ご清聴、ありがとうございました。



●はじめに
　全国各種学校協会の研修会にお招きいただき、ありがとうございます。本日は、平成28年5月30日

に中央教育審議会が取りまとめました答申についてご説明させていただきます。

　まず文部科学大臣より、昨年（平成27年）4月に中教審に諮問がありました。諮問は大きく2つの事

項に分かれておりまして、それぞれ、第一部、第二部としてまとめています。

　第一部は「専門職業人養成のための新たな高等教育機関」の制度化について中教審が取りまとめ

たものです。これから私が説明申し上げるのは、第二部「生涯学習による可能性の拡大、自己実現及

び社会貢献・地域課題解決に向けた環境整備について」です。中教審の下にはいくつか分科会があ

り、その中で生涯学習を検討していただく生涯学習分科会がございます。生涯学習分科会のさらに下

に学習成果活用部会というのを設け、そこを中心に「学習の成果を活用するためにどうすればいいか」と

いうことを検討していただいた成果がこの答申にまとめられています。

●生涯学習の成果を活用する際の課題
　人々が生涯を通じて何らかの学びをしていく上で、地域活動であれ、仕事の中であれ、学校の

中であれ、家庭の中であれ、学んだその成果を活用できたらいいですよね。そうは言っても、実

際に学んだ成果を社会で活用できるかというと、なかなかハードルが高いものです。例えば私が

珠算を学び、そのスキルを何かに役立てたいと思っても、どこに行けば役立つかわからないという

のが最初のハードルになります。一方で珠算の活動の機会を提供しているA氏がいるとします。A

氏は活動の機会を提供したい、ついてはこういう人材がほしいと思っていても、人材が見つから

ない。このように学習者と活動の機会を与えてくれる方とのうまいマッチングができないというのが、

ひとつの課題になります。

　現実には社会教育に関わるコーディネーターが地域におられたり、大学の生涯学習センターが

あったりします。そういうところに相談に行くと、次の学びの機会をこういう場所で提供していると

か、ここで人を募集しているので活躍の場があるとか、マッチングしてくれる場合があります。ただそれ

はコーディネーターの長年の経験や勘といった人力であって、それをもっと効率的にできないかという

課題も見えてきます。

　また次に、活動の場を見つけられたとしても、自分のスキルを説明することは容易ではありません。

珠算の場合は検定があり、また、国家資格や教員免許はわかりやすい証明になります。しかし「○○検

定に合格しています」といっても、その検定試験自体が知られていない場合があります。このように、活

動の場が見つかってもスキルを証明できないと実際の活動に結びつかないということが学習者側には

起こり得ます。これは逆に機会を提供するA氏の立場でも困った問題です。いかに「○○検定を持っ

ている」「○○ができる」とアピールされても、A氏としては本当にできる人なのか判断できないからで

す。

　つまり大まかには、生涯学習の成果を活用しようとした時、2つの課題が挙げられます。１点目はどう

やって人と人をマッチングするかです。そして2点目がマッチングされたとしても活動の場を提供する

側に学んだことをどう証明するかです。2点目については国家資格などで整備されている部分もありま

す。ただ検定試験というのは数多くあって、どれがどのレベルの実力の証明になるか、不明瞭な部分

もあります。また1点目の課題についても生涯学習の分野のコーディネーターがおられるけれど、より

効率的な方法はないか、答申では I CTの発展等も視野に入れて検討しています。

●地域の課題を地域で解決する「学びと活動の循環」形成
　あらためまして、本答申では第Ⅰ章、第Ⅱ章、第Ⅲ章が総論、第Ⅳ章は2点目の課題である、

学んだ成果を証明する方策の一つである検定試験についての検討。第Ⅴ章の「ICTを活用した‟生

涯学習プラットフォーム（仮称）”の構築」は1点目の課題であるマッチングについて検討していま

す。

　まず第Ⅰ章の「生涯学習を取り巻く状況」です。「社会状況の変化」として、たとえば人口減少

や科学技術イノベーション、グローバル化等により社会がいろいろ変わってきています。そうした

時に地域の課題をそれぞれの地域の住民自らの力で解決していくのが大事であろうと思われま

す。また生涯学習における「学習環境の変化」もさまざまに広がっています。例えばTVCMでもや

っているようにスマートフォンやパソコンでも学びの教材は提供されていて、ITを通しても学びの

機会は広がっています。ただ一方で地域住民の中で地域の問題を解決しようといっても、地域に

根差した学習の機会が減っている面もあります。

　こうした状況を踏まえ、平成20年と平成27年に中教審や教育再生実行会議でもろもろ提言が

なされてきました。要点だけを申せば、生涯を通じての学習の機会を充実させることは重要で、

学習した成果が評価され活用されることによって、地域の課題を解決していくことが重要としてい

ます。そして第Ⅲ章で示した今後の施策の基本的考えですが、「学びと活動の循環」をキーワー

ドとして、これを形成していく必要があると考えています。生涯学習で学んだ成果を地域の活動

につなげ、その活動＝たとえばボランティア自体がまた新たな学びになる。このような学びと活動

の循環の形成が重要ではないかと、基本的な視点として述べています。そこで、この学びの活動

の循環のために何をすればいいか、具体的な例としてあげているのが第Ⅳ章、第Ⅴ章です。

ー4ー

●検定試験の質の向上の必要性について
　では第Ⅳ章の「検定試験の質の向上等」に移ります。人々の学習の成果を証明するものとして、

例えば、国家資格や大学や専門学校の修了証書などがあります。それらは能力を示すわかりや

すい証明書になります。その他、民間ベースで行われている検定試験もあります。受験者数が多

いものですと、年間約300万人が受験されています。では、こうした民間ベースの検定試験は一

体どのくらいの数あるかというと、正確な数は把握できないのですが、ある資料では少なく見積も

って1000、多く見積もって5000という数字が出ていたりもします。さらには年に数十ずつ検定が

増えたり、減ったりもしていると思われます。そうした理由により、検定試験はそのすべてが、人々

のスキルをちゃんと測っているとは言い難く、そこで検定の質の確保・向上が求められます。質が

向上そして確保されていれば、活用する方も活用しやすくなります。

　では具体的な施策について資料に沿って、御説明いたします。「検定試験の評価及び情報の公

開」では、検定事業者には情報公開が求められ、評価を通じて質の改善と向上が求められるとし

ています。では公開すべき情報とは何であるか。基本的なところでは、どんな人がどのくらいの人

数受けているのか、またその難易度はどのくらいかということがあります。学校に関係するところで

は、例えば、学校の教科と対応するような検定試験の場合、学習指導要領とその検定がどのよう

に関わり、対比しているのかがわかると活用する側も活用しやすくなります。

　また、情報公開というとき、自己評価にも関わるところですが、本当にそのスキルを測っている

のですかということも問題になる場合があります。たとえばこの検定では英語の能力を測っていま

すと言いながら、出題された英語の問題には「アメリカの独立記念日はいつですか？」と、アメリ

カの歴史の知識があってはじめて答えられるようなものがあるとすると、これには齟齬があります。

試験の中身をしっかり整理して公開することも必要だと思われます。

●検定試験の自己評価と第三者評価について
　次に自己評価というのがありますが、「検定事業者は検定試験の質の向上のため、「検定試験

の自己評価シート」を活用して自己評価」するようお願いしています。この自己評価シートはHP

でも公開していて、そこでは、検定試験は何を目的としていますか、その目的に対応した検定内

容になっていますか、といったことを自己評価するシートになっています。このほか、試験の運営

で本人確認はきちんとできていますかといったことも含め、自己評価するようお願いしています。

この自己評価に関しては毎年１回はやっていただきたいとお願いしていて、検定試験を受験する

人にも、検定試験を活用する企業や学校にもわかるように公開するようお願いしています。また、

次のところでは自己評価シートとありますが、さらに新しい最新の状況を加味して自己評価シート

を改定するなどして、ガイドラインを作っていくことが望ましいとしております。中教審のこの答申

を踏まえ、我々文科省としてもより深い検討の場を設けていきたいと思っております。

　次に「第三者評価」についてです。自己評価というのは、普段の日々の自己点検に加えて、統

一的なフォーマット（ひな形）に従い行ってもらうものです。これに対し、第三者評価というのはよ

り客観的な評価によって質を向上していくものです。第三者評価は試みとしてかつてやったこと

はありますが、体系的にやっていきましょうといっているのが本答申です。自己評価をもとに、さら

に第三者評価をぜひ受けていただきたい、しかも民間事業者により第三者評価をやっていただ

きたいと示しています。回数は3～4年に1回やっていただき、その結果を公表していただいて、

学校や地域活動を提供してくださる方や活用してくださる方がその検定試験を活用しやすくなる

ような情報公開にしてくださいと述べています。自己評価や第三者評価については、これから国

としてもさらに詳細を検討していきたいと考えています。

●検定試験の一層の社会的活用のために期待される取組
　さて、これまでは検定試験の質を向上させてください、そのためにはこういう方法があると紹介し

てきました。質の向上により社会的な活用の可能性の幅が広がっていくのではないかとお示しす

るのが次です。

　検定試験の一層の社会的活用のために検定試験の関係者に期待される取組としてそれぞれ

例を挙げて提案しています。例えば検定事業者には実施者自らの組織運営の情報を公表し、検

定試験の合格者数や合格率を公表し、この検定で測ろうとしているのはこういう資質だということ

を活用者のために示してあげる。こうしたことが検定の質の向上につながり、利用者の拡大にも

つながるのではないか、あるいはこの検定が社会でどう活用されているか示すことも有効と考えま

す。その他、基礎段階から発展段階まで、検定試験を級ごとに段階付け、学習者が一生涯にわ

たって学習に励み継続できるよう実施することも提案しています。また企業については受験を推

奨する検定試験の明示や、受験料の負担軽減なども考えられるとしています。

　ここで、企業において検定試験が実際に活用されている例を紹介します。これは中教審に来て

いただいたアップコン株式会社の取組です。

　地盤沈下すると建物が傾きます。このような場合に、アップコン株式会社が、建物を持ち上げ、

傾きを直すという工事をしています。この企業では日本語検定の3級を取るよう、全社員に奨励し

ています。日本語検定は、漢字・敬語・文法・語彙・言葉の意味・表記の領域から出題され、日本

語の総合的な運用能力を測るもので、3級は、「高校卒業レベル～社会人基礎レベル」です。で

は、なぜこの会社では日本語検定を取るよう指導しているか、代表取締役から話をお聞きしまし

た。

　アップコン株式会社の業務は沈んだ建物を持ち上げるものですが、顧客は、工事自体ではなく、

施工担当者が作成した報告書によって、施行内容・結果を知ることになります。ところが、担当者

が書く報告書は意味が伝わりにくいなど、上司のチェック段階でも首をかしげることがよくあったと

いいます。そこで、報告書をより良いものにするために取り入れたのが、日本語検定でした。実際

に日本語検定を取り入れた後は、まずは報告書の作成にかかる時間が半分になったということで

す。加えて上司の報告書のチェックで引っかかる部分が減り、企業としては検定の活用により企業

経営効率がアップしたということでした。そこで入社時より日本語検定を持っている人を優遇し、

そうでない人も入社してから検定を受ける活用の仕方で企業の経営効率アップを実現していると

いう報告でした。

　文科省では別な検定の活用法も検討しています。学校では、子どもたちの学んだ成果を多面

的に評価することが求められています。その評価のひとつとして検定を活用することを検討してい

るのです。高校段階でも学校教育の目標に応じて単位認定を行うなどの取組が期待されるとして

います。さらには国、地方、公共団体においては、検定が産業界や学校でも活用しやすくなるよう、

検定事業者との対話の場を設定し、支援すると述べています。

●ICTを活用した生涯学習プラットフォーム
　では次に第Ⅴ章の説明に移ります。

　第Ⅴ章は生涯学習の成果を活用する時の課題のひとつに挙げたマッチングに関わる部分です。

マッチングは、従来から、大学の生涯学習センター等による相談や情報提供により行われていま

す。このような取組を支援するために、ICTの進展を踏まえ、ICTを活用して学んだ成果を記録し、

活躍の場につなげてもらうことも可能ではないかというのがこの提案です。

　参考資料3をご覧ください。ICTを活用した生涯学習のプラットフォームに必要とされる3つの機

能です。

　1番目が「学習機会の提供機能」です。インターネットで買い物をする場合、「この商品を買った

人はこの商品も見ています」と表示されることがあります。これをレコメンド機能といいます。同じよ

うに、生涯学習でもICTを活用すると、学習者がこういう学びをしてこういう活動をしてきたというこ

とが蓄積されることで、次の学びや活動の場を推薦してくれるというのが「学習機会の提供機能」

です。これができれば、学習者と活動の場をコーディネートしてくれるコーディネーター側も、そう

いう情報を参考に、活用の機会を紹介しやすくなるということもあり得ます。

　2番目が「学習・活動履歴の記録・証明機能」です。これは前者の「学習機会の提供機能」を基

礎づけるものです。例えば履歴書には学歴や職歴を書く欄があります。加えて○○検定取得や

公開講座でこういう講座の修了証を持っていると書くこともできます。そういう履歴を上手く蓄積で

きれば自分の能力を証明しやすくなります。学びの記録を学習者本人が書き加えるかというと、

簡単にはいかない場合もあるかと思います。しかし生涯学習プラットフォームがいろんなシステム

とつながれば、自動的にデータを取り込めるようになります。

　学習履歴が集約されていれば、自分の学習の成果をスムーズに確認できることになります。その

個人情報を自分で公にする内容とそうではない内容を管理し相手に見せることができれば、自分

がどういうことができる人間か、より深く効率的に知ってもらうことができます。これが「学習・活動

履歴の記録・証明機能」です。

　3番目が「学習者等のネットワーク化機能」です。Facebookなどをイメージしてもらえるといいの

ですが、そういうところで他の学習者とつながってモチベーションをもって学ぶことができたり、そ

のつながりから違う学びの場を見つけたり、さらには学びを活用する場も見つけられるのではな

いかというのが「学習者等のネットワーク化機能」です。

●最後に
　このような形で、生涯学習プラットフォームというものも考えられるのではないかとお話ししました

が、ではこれが今日明日にもできるかといえば、それは考えにくいことです。総務省において、初

等中等教育段階の実証事業をやっていて、その総務省の成果も活用しながら検討する必要があ

ります。このとき、特に個人情報保護は重要な問題です。また、国としても研究の余地はあり、文

科省も民間への委託を含め研究し、生涯学習プラットフォームのあり方を引き続き検討していると

ころです。

　以上が、第二部の概略です。ご清聴、ありがとうございました。



●はじめに
　全国各種学校協会の研修会にお招きいただき、ありがとうございます。本日は、平成28年5月30日

に中央教育審議会が取りまとめました答申についてご説明させていただきます。

　まず文部科学大臣より、昨年（平成27年）4月に中教審に諮問がありました。諮問は大きく2つの事

項に分かれておりまして、それぞれ、第一部、第二部としてまとめています。

　第一部は「専門職業人養成のための新たな高等教育機関」の制度化について中教審が取りまとめ

たものです。これから私が説明申し上げるのは、第二部「生涯学習による可能性の拡大、自己実現及

び社会貢献・地域課題解決に向けた環境整備について」です。中教審の下にはいくつか分科会があ

り、その中で生涯学習を検討していただく生涯学習分科会がございます。生涯学習分科会のさらに下

に学習成果活用部会というのを設け、そこを中心に「学習の成果を活用するためにどうすればいいか」と

いうことを検討していただいた成果がこの答申にまとめられています。

●生涯学習の成果を活用する際の課題
　人々が生涯を通じて何らかの学びをしていく上で、地域活動であれ、仕事の中であれ、学校の

中であれ、家庭の中であれ、学んだその成果を活用できたらいいですよね。そうは言っても、実

際に学んだ成果を社会で活用できるかというと、なかなかハードルが高いものです。例えば私が

珠算を学び、そのスキルを何かに役立てたいと思っても、どこに行けば役立つかわからないという

のが最初のハードルになります。一方で珠算の活動の機会を提供しているA氏がいるとします。A

氏は活動の機会を提供したい、ついてはこういう人材がほしいと思っていても、人材が見つから

ない。このように学習者と活動の機会を与えてくれる方とのうまいマッチングができないというのが、

ひとつの課題になります。

　現実には社会教育に関わるコーディネーターが地域におられたり、大学の生涯学習センターが

あったりします。そういうところに相談に行くと、次の学びの機会をこういう場所で提供していると

か、ここで人を募集しているので活躍の場があるとか、マッチングしてくれる場合があります。ただそれ

はコーディネーターの長年の経験や勘といった人力であって、それをもっと効率的にできないかという

課題も見えてきます。

　また次に、活動の場を見つけられたとしても、自分のスキルを説明することは容易ではありません。

珠算の場合は検定があり、また、国家資格や教員免許はわかりやすい証明になります。しかし「○○検

定に合格しています」といっても、その検定試験自体が知られていない場合があります。このように、活

動の場が見つかってもスキルを証明できないと実際の活動に結びつかないということが学習者側には

起こり得ます。これは逆に機会を提供するA氏の立場でも困った問題です。いかに「○○検定を持っ

ている」「○○ができる」とアピールされても、A氏としては本当にできる人なのか判断できないからで

す。

　つまり大まかには、生涯学習の成果を活用しようとした時、2つの課題が挙げられます。１点目はどう

やって人と人をマッチングするかです。そして2点目がマッチングされたとしても活動の場を提供する

側に学んだことをどう証明するかです。2点目については国家資格などで整備されている部分もありま

す。ただ検定試験というのは数多くあって、どれがどのレベルの実力の証明になるか、不明瞭な部分

もあります。また1点目の課題についても生涯学習の分野のコーディネーターがおられるけれど、より

効率的な方法はないか、答申では I CTの発展等も視野に入れて検討しています。

●地域の課題を地域で解決する「学びと活動の循環」形成
　あらためまして、本答申では第Ⅰ章、第Ⅱ章、第Ⅲ章が総論、第Ⅳ章は2点目の課題である、

学んだ成果を証明する方策の一つである検定試験についての検討。第Ⅴ章の「ICTを活用した‟生

涯学習プラットフォーム（仮称）”の構築」は1点目の課題であるマッチングについて検討していま

す。

　まず第Ⅰ章の「生涯学習を取り巻く状況」です。「社会状況の変化」として、たとえば人口減少

や科学技術イノベーション、グローバル化等により社会がいろいろ変わってきています。そうした

時に地域の課題をそれぞれの地域の住民自らの力で解決していくのが大事であろうと思われま

す。また生涯学習における「学習環境の変化」もさまざまに広がっています。例えばTVCMでもや

っているようにスマートフォンやパソコンでも学びの教材は提供されていて、ITを通しても学びの

機会は広がっています。ただ一方で地域住民の中で地域の問題を解決しようといっても、地域に

根差した学習の機会が減っている面もあります。

　こうした状況を踏まえ、平成20年と平成27年に中教審や教育再生実行会議でもろもろ提言が

なされてきました。要点だけを申せば、生涯を通じての学習の機会を充実させることは重要で、

学習した成果が評価され活用されることによって、地域の課題を解決していくことが重要としてい

ます。そして第Ⅲ章で示した今後の施策の基本的考えですが、「学びと活動の循環」をキーワー

ドとして、これを形成していく必要があると考えています。生涯学習で学んだ成果を地域の活動

につなげ、その活動＝たとえばボランティア自体がまた新たな学びになる。このような学びと活動

の循環の形成が重要ではないかと、基本的な視点として述べています。そこで、この学びの活動

の循環のために何をすればいいか、具体的な例としてあげているのが第Ⅳ章、第Ⅴ章です。

●検定試験の質の向上の必要性について
　では第Ⅳ章の「検定試験の質の向上等」に移ります。人々の学習の成果を証明するものとして、

例えば、国家資格や大学や専門学校の修了証書などがあります。それらは能力を示すわかりや

すい証明書になります。その他、民間ベースで行われている検定試験もあります。受験者数が多

いものですと、年間約300万人が受験されています。では、こうした民間ベースの検定試験は一

体どのくらいの数あるかというと、正確な数は把握できないのですが、ある資料では少なく見積も

って1000、多く見積もって5000という数字が出ていたりもします。さらには年に数十ずつ検定が

増えたり、減ったりもしていると思われます。そうした理由により、検定試験はそのすべてが、人々

のスキルをちゃんと測っているとは言い難く、そこで検定の質の確保・向上が求められます。質が

向上そして確保されていれば、活用する方も活用しやすくなります。

　では具体的な施策について資料に沿って、御説明いたします。「検定試験の評価及び情報の公

開」では、検定事業者には情報公開が求められ、評価を通じて質の改善と向上が求められるとし

ています。では公開すべき情報とは何であるか。基本的なところでは、どんな人がどのくらいの人

数受けているのか、またその難易度はどのくらいかということがあります。学校に関係するところで

は、例えば、学校の教科と対応するような検定試験の場合、学習指導要領とその検定がどのよう

に関わり、対比しているのかがわかると活用する側も活用しやすくなります。

　また、情報公開というとき、自己評価にも関わるところですが、本当にそのスキルを測っている

のですかということも問題になる場合があります。たとえばこの検定では英語の能力を測っていま

すと言いながら、出題された英語の問題には「アメリカの独立記念日はいつですか？」と、アメリ

カの歴史の知識があってはじめて答えられるようなものがあるとすると、これには齟齬があります。

試験の中身をしっかり整理して公開することも必要だと思われます。

●検定試験の自己評価と第三者評価について
　次に自己評価というのがありますが、「検定事業者は検定試験の質の向上のため、「検定試験

の自己評価シート」を活用して自己評価」するようお願いしています。この自己評価シートはHP

でも公開していて、そこでは、検定試験は何を目的としていますか、その目的に対応した検定内

容になっていますか、といったことを自己評価するシートになっています。このほか、試験の運営

で本人確認はきちんとできていますかといったことも含め、自己評価するようお願いしています。

この自己評価に関しては毎年１回はやっていただきたいとお願いしていて、検定試験を受験する

人にも、検定試験を活用する企業や学校にもわかるように公開するようお願いしています。また、

次のところでは自己評価シートとありますが、さらに新しい最新の状況を加味して自己評価シート

を改定するなどして、ガイドラインを作っていくことが望ましいとしております。中教審のこの答申

を踏まえ、我々文科省としてもより深い検討の場を設けていきたいと思っております。

　次に「第三者評価」についてです。自己評価というのは、普段の日々の自己点検に加えて、統

一的なフォーマット（ひな形）に従い行ってもらうものです。これに対し、第三者評価というのはよ

り客観的な評価によって質を向上していくものです。第三者評価は試みとしてかつてやったこと

はありますが、体系的にやっていきましょうといっているのが本答申です。自己評価をもとに、さら

に第三者評価をぜひ受けていただきたい、しかも民間事業者により第三者評価をやっていただ
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きたいと示しています。回数は3～4年に1回やっていただき、その結果を公表していただいて、

学校や地域活動を提供してくださる方や活用してくださる方がその検定試験を活用しやすくなる

ような情報公開にしてくださいと述べています。自己評価や第三者評価については、これから国

としてもさらに詳細を検討していきたいと考えています。

●検定試験の一層の社会的活用のために期待される取組
　さて、これまでは検定試験の質を向上させてください、そのためにはこういう方法があると紹介し

てきました。質の向上により社会的な活用の可能性の幅が広がっていくのではないかとお示しす

るのが次です。

　検定試験の一層の社会的活用のために検定試験の関係者に期待される取組としてそれぞれ

例を挙げて提案しています。例えば検定事業者には実施者自らの組織運営の情報を公表し、検

定試験の合格者数や合格率を公表し、この検定で測ろうとしているのはこういう資質だということ

を活用者のために示してあげる。こうしたことが検定の質の向上につながり、利用者の拡大にも

つながるのではないか、あるいはこの検定が社会でどう活用されているか示すことも有効と考えま

す。その他、基礎段階から発展段階まで、検定試験を級ごとに段階付け、学習者が一生涯にわ

たって学習に励み継続できるよう実施することも提案しています。また企業については受験を推

奨する検定試験の明示や、受験料の負担軽減なども考えられるとしています。

　ここで、企業において検定試験が実際に活用されている例を紹介します。これは中教審に来て

いただいたアップコン株式会社の取組です。

　地盤沈下すると建物が傾きます。このような場合に、アップコン株式会社が、建物を持ち上げ、

傾きを直すという工事をしています。この企業では日本語検定の3級を取るよう、全社員に奨励し

ています。日本語検定は、漢字・敬語・文法・語彙・言葉の意味・表記の領域から出題され、日本

語の総合的な運用能力を測るもので、3級は、「高校卒業レベル～社会人基礎レベル」です。で

は、なぜこの会社では日本語検定を取るよう指導しているか、代表取締役から話をお聞きしまし

た。

　アップコン株式会社の業務は沈んだ建物を持ち上げるものですが、顧客は、工事自体ではなく、

施工担当者が作成した報告書によって、施行内容・結果を知ることになります。ところが、担当者

が書く報告書は意味が伝わりにくいなど、上司のチェック段階でも首をかしげることがよくあったと

いいます。そこで、報告書をより良いものにするために取り入れたのが、日本語検定でした。実際

に日本語検定を取り入れた後は、まずは報告書の作成にかかる時間が半分になったということで

す。加えて上司の報告書のチェックで引っかかる部分が減り、企業としては検定の活用により企業

経営効率がアップしたということでした。そこで入社時より日本語検定を持っている人を優遇し、

そうでない人も入社してから検定を受ける活用の仕方で企業の経営効率アップを実現していると

いう報告でした。

　文科省では別な検定の活用法も検討しています。学校では、子どもたちの学んだ成果を多面

的に評価することが求められています。その評価のひとつとして検定を活用することを検討してい

るのです。高校段階でも学校教育の目標に応じて単位認定を行うなどの取組が期待されるとして

います。さらには国、地方、公共団体においては、検定が産業界や学校でも活用しやすくなるよう、

検定事業者との対話の場を設定し、支援すると述べています。

●ICTを活用した生涯学習プラットフォーム
　では次に第Ⅴ章の説明に移ります。

　第Ⅴ章は生涯学習の成果を活用する時の課題のひとつに挙げたマッチングに関わる部分です。

マッチングは、従来から、大学の生涯学習センター等による相談や情報提供により行われていま

す。このような取組を支援するために、ICTの進展を踏まえ、ICTを活用して学んだ成果を記録し、

活躍の場につなげてもらうことも可能ではないかというのがこの提案です。

　参考資料3をご覧ください。ICTを活用した生涯学習のプラットフォームに必要とされる3つの機

能です。

　1番目が「学習機会の提供機能」です。インターネットで買い物をする場合、「この商品を買った

人はこの商品も見ています」と表示されることがあります。これをレコメンド機能といいます。同じよ

うに、生涯学習でもICTを活用すると、学習者がこういう学びをしてこういう活動をしてきたというこ

とが蓄積されることで、次の学びや活動の場を推薦してくれるというのが「学習機会の提供機能」

です。これができれば、学習者と活動の場をコーディネートしてくれるコーディネーター側も、そう

いう情報を参考に、活用の機会を紹介しやすくなるということもあり得ます。

　2番目が「学習・活動履歴の記録・証明機能」です。これは前者の「学習機会の提供機能」を基

礎づけるものです。例えば履歴書には学歴や職歴を書く欄があります。加えて○○検定取得や

公開講座でこういう講座の修了証を持っていると書くこともできます。そういう履歴を上手く蓄積で

きれば自分の能力を証明しやすくなります。学びの記録を学習者本人が書き加えるかというと、

簡単にはいかない場合もあるかと思います。しかし生涯学習プラットフォームがいろんなシステム

とつながれば、自動的にデータを取り込めるようになります。

　学習履歴が集約されていれば、自分の学習の成果をスムーズに確認できることになります。その

個人情報を自分で公にする内容とそうではない内容を管理し相手に見せることができれば、自分

がどういうことができる人間か、より深く効率的に知ってもらうことができます。これが「学習・活動

履歴の記録・証明機能」です。

　3番目が「学習者等のネットワーク化機能」です。Facebookなどをイメージしてもらえるといいの

ですが、そういうところで他の学習者とつながってモチベーションをもって学ぶことができたり、そ

のつながりから違う学びの場を見つけたり、さらには学びを活用する場も見つけられるのではな

いかというのが「学習者等のネットワーク化機能」です。

●最後に
　このような形で、生涯学習プラットフォームというものも考えられるのではないかとお話ししました

が、ではこれが今日明日にもできるかといえば、それは考えにくいことです。総務省において、初

等中等教育段階の実証事業をやっていて、その総務省の成果も活用しながら検討する必要があ

ります。このとき、特に個人情報保護は重要な問題です。また、国としても研究の余地はあり、文

科省も民間への委託を含め研究し、生涯学習プラットフォームのあり方を引き続き検討していると

ころです。

　以上が、第二部の概略です。ご清聴、ありがとうございました。

 大橋　ではまず皆さんからのご質問やご意見をお聞かせください。

 質問者①　わかりやすく興味深いお話ありがとうございました。つきましては私は実務担当ですが、

生涯学習社会の実現に向け、私たちは具体的に何をしたらいいか、ヒントをお聞かせください。

 助川　生涯学習プラットフォーム自体、先に申し上げた通り、まだ具体的な計画ができたわけではあ

りません。それゆえ生涯学習プラットフォームに向けた作業としてはお願いできるところはありません。

ただ皆さんには各地域で、これまで同様、質の高い教育を提供してほしいとお願いいたします。そし

てその質の高い教育を、できれば目に見える形にしてほしいですね。このこと自体はプラットフォーム

に関係ないところですが、先生方にはぜひ努めてもらいたいところです。

 大橋　地域性というといろんな分野があると思います。沖縄には伝統があり、文化があり、沖縄でしか

教えられないこともあると思います。それはどの地域にもあります。

　こうした伝統や文化を守る立場にあるのも、我々各種学校や専修学校など、職業学校も多くの部分

で担っているところです。伝統芸能や伝統技術は、地域で守らないと仕方のないところです。ところが

これに対して国はほとんど関与されません。国民にゆだねられています。で、現実的には伝統はます

ます失われる傾向にあります。私が暮らす広島にも醤油や味噌など、地域ならではの食文化がありま

す。ところがそれを作るための樽を作る職人や店がなくなってしまった。樽の代わりになるものはありま

すが、樽で作った醤油や味噌の味は失われてしまったんです。こういう味は誰がどうやって受け継い

でいくのか…伝統技能は坂道を転がり落ちるように失われています。そういう意味からも各種学校や

専修学校も、地域性をもって頑張らなきゃと思うのですが、頑張れないよね。それをやっていたら倒産

しますからね。

 質問者①　昨年の研修会で学校と地域の連携について、文科省が予算を付けていると話がありまし

たが、今回の生涯学習における環境整備にも予算はついているのでしょうか？

 助川　まだありません。各事業者の方に実践してもらっても、委託補助ということはまだない段階です。

学校と地域の連携については、すでにスタートしている事業で、土曜学習や地域未来塾などどんどん

引き続きやってきたいと思っています。

 質問者②　学校と地域の連携とありましたが、我々は地域の社会教育課に行きましたが、全然取り合

ってくださいませんでした。それはボランティアですか？とうまく連携できなかったのですが、文科省と

しては市や県にどういう通達をされているのでしょうか？

 助川　学校と地域の連携に関する事業について、担当課がどういう通知を出しているのかは詳しくな

いのですが、ただ社会教育課は市町村などの自治体が主体となって事業を実施していると聞いてい

ます。

 質問者②　その時はボランティア＝無償の協力、費用は出せないと言われました。県から一人二人

の担当が来ていますが、協力者はほとんどがボランティアと言われました。公民館活動や子どもの土

曜日に学習するのとか。

 大橋　現実問題としてどうなんですかね。小学校中学校高校から専修学校や各種学校は頼まれるこ

とはありますが、現実はボランティアです。違う例はありますか？

 質問者①　私たちは小学校の部活動を手伝っています。放課後、県の教育委員会からの依頼で子

ども教室をやっています。これはボランティアではなく予算がついています。

 大橋　私からお願いなんですが、生涯学習はいつでもどこでも誰でもがお題目だと思いますが、実

際には過疎化とか子どもの貧困といった現実があり、いつでもどこでも全然学べないんです。これは

お願いする部署が違うのかもしれませんが、同じ官庁内で、生涯学習をやるためにはこれが必要とか、

おかしいとか、どんどん注文することはできないのでしょうか。

 助川　生涯学習分科会の方でも、生涯学習について大所高所から論点を整理していきたいと思いま

す。

 大橋　これも一例なのですが、市町村合併により小学校も幼稚園も統合されています。その一方で、

私の住む広島の中国山地のような山村に行くと、若い人の中には移住希望者もいて、意外と人口が

増えている場合もあります。ところが移住したはいいが子どもを教育する学校がないと、そんな問題が

起こっています。そうしたところも総合的に計画的にやっていただかないと、地域頑張りなさいといい

つつ、頑張れる状況が削がれている矛盾が生じてしまっています。

 助川　私も島根に赴任していたことがあって、島根の山の方もいろいろ問題を抱えていました。でも

頑張っている事例もあり、そういう情報の共有はできます。話は少しそれますが…島根県は大学が2校

しかなくて、私立もない。そうした環境にある人は大学に通うために高校を卒業したら自動的に下宿し

なくてはいけません。島根に昔は63市町村あったが、今は19。行政が広域化されているのもあって、

合併して頑張っているところもあるのですが、おっしゃるように弊害も生まれています。実はICTの活

用というのはそういうのも含んで考えられているところがあります。もちろん過疎化の村でICTを活用し

システムを作ったからといって実際に使われるかというと、それは別問題です。ただそういうのが整備

されると活用しやすくはなります。地域の力が弱まり、みんなの元気がなくなっていくと、そういうのが

あっても余計に元気がなくなるわけで、ICTはツールでしかなくて、社会教育を通して地域をどう活性

化するかは、これからも考えていかなくてはいけないところです。

 大橋　私が関わっている広島の文化協会には、舞台関係や芸能関係や音楽関係などいろんな人が

集まります。そういう人たちとも小学校や中学校に行こうという話が出ます。ところが学校に話をすると

拒否される。もちろんやる方としてはボランティアでギャラを請求するつもりなどありません。でも拒否

される。時間がないと。英数国以外にも学ぶべき大事なことっていっぱいあると思うのですが子どもた

ちも忙しい。では子どもたちの情操教育はどうなるのか、日本の将来が不安です。

 助川　学校が来てほしいときには協会に断られる、ところがその逆もあるというのはよく聞こえてくる話

です。私は現在の部署に来る前に、科学技術の人材育成をやっていたことがあります。そこで、ある

団体から伺ったのですが、その団体では、新しい分野を理科の授業に取り込むにあたり、どのタイミン

グでどんなカリキュラムで指導をすればいいか、入念に計画し、モデル校で試し、市町村に広めたと聞き

ました。団体と学校が協力し、学校での１ヶ月の授業時間、１年の授業時間も考慮し、体系的に位置付

けて計画を立てられたそうです。子どもたちにとっては、それがいい学びでも、タイミングややり方によ

っては一過的な経験になり、知識として蓄積されないことになります。

 大橋　では他になければ、そろそろ終わります。ただ今回の生涯学習の話についてはまだ概念的な

部分が多く、具体的な話はこれからという事ですので、今後はより具体的に前に進む話になることを

期待しています。

　助川室長、長いお時間ありがとうございました。



●はじめに
　全国各種学校協会の研修会にお招きいただき、ありがとうございます。本日は、平成28年5月30日

に中央教育審議会が取りまとめました答申についてご説明させていただきます。

　まず文部科学大臣より、昨年（平成27年）4月に中教審に諮問がありました。諮問は大きく2つの事

項に分かれておりまして、それぞれ、第一部、第二部としてまとめています。

　第一部は「専門職業人養成のための新たな高等教育機関」の制度化について中教審が取りまとめ

たものです。これから私が説明申し上げるのは、第二部「生涯学習による可能性の拡大、自己実現及

び社会貢献・地域課題解決に向けた環境整備について」です。中教審の下にはいくつか分科会があ

り、その中で生涯学習を検討していただく生涯学習分科会がございます。生涯学習分科会のさらに下

に学習成果活用部会というのを設け、そこを中心に「学習の成果を活用するためにどうすればいいか」と

いうことを検討していただいた成果がこの答申にまとめられています。

●生涯学習の成果を活用する際の課題
　人々が生涯を通じて何らかの学びをしていく上で、地域活動であれ、仕事の中であれ、学校の

中であれ、家庭の中であれ、学んだその成果を活用できたらいいですよね。そうは言っても、実

際に学んだ成果を社会で活用できるかというと、なかなかハードルが高いものです。例えば私が

珠算を学び、そのスキルを何かに役立てたいと思っても、どこに行けば役立つかわからないという

のが最初のハードルになります。一方で珠算の活動の機会を提供しているA氏がいるとします。A

氏は活動の機会を提供したい、ついてはこういう人材がほしいと思っていても、人材が見つから

ない。このように学習者と活動の機会を与えてくれる方とのうまいマッチングができないというのが、

ひとつの課題になります。

　現実には社会教育に関わるコーディネーターが地域におられたり、大学の生涯学習センターが

あったりします。そういうところに相談に行くと、次の学びの機会をこういう場所で提供していると

か、ここで人を募集しているので活躍の場があるとか、マッチングしてくれる場合があります。ただそれ

はコーディネーターの長年の経験や勘といった人力であって、それをもっと効率的にできないかという

課題も見えてきます。

　また次に、活動の場を見つけられたとしても、自分のスキルを説明することは容易ではありません。

珠算の場合は検定があり、また、国家資格や教員免許はわかりやすい証明になります。しかし「○○検

定に合格しています」といっても、その検定試験自体が知られていない場合があります。このように、活

動の場が見つかってもスキルを証明できないと実際の活動に結びつかないということが学習者側には

起こり得ます。これは逆に機会を提供するA氏の立場でも困った問題です。いかに「○○検定を持っ

ている」「○○ができる」とアピールされても、A氏としては本当にできる人なのか判断できないからで

す。

　つまり大まかには、生涯学習の成果を活用しようとした時、2つの課題が挙げられます。１点目はどう

やって人と人をマッチングするかです。そして2点目がマッチングされたとしても活動の場を提供する

側に学んだことをどう証明するかです。2点目については国家資格などで整備されている部分もありま

す。ただ検定試験というのは数多くあって、どれがどのレベルの実力の証明になるか、不明瞭な部分

もあります。また1点目の課題についても生涯学習の分野のコーディネーターがおられるけれど、より

効率的な方法はないか、答申では I CTの発展等も視野に入れて検討しています。

●地域の課題を地域で解決する「学びと活動の循環」形成
　あらためまして、本答申では第Ⅰ章、第Ⅱ章、第Ⅲ章が総論、第Ⅳ章は2点目の課題である、

学んだ成果を証明する方策の一つである検定試験についての検討。第Ⅴ章の「ICTを活用した‟生

涯学習プラットフォーム（仮称）”の構築」は1点目の課題であるマッチングについて検討していま

す。

　まず第Ⅰ章の「生涯学習を取り巻く状況」です。「社会状況の変化」として、たとえば人口減少

や科学技術イノベーション、グローバル化等により社会がいろいろ変わってきています。そうした

時に地域の課題をそれぞれの地域の住民自らの力で解決していくのが大事であろうと思われま

す。また生涯学習における「学習環境の変化」もさまざまに広がっています。例えばTVCMでもや

っているようにスマートフォンやパソコンでも学びの教材は提供されていて、ITを通しても学びの

機会は広がっています。ただ一方で地域住民の中で地域の問題を解決しようといっても、地域に

根差した学習の機会が減っている面もあります。

　こうした状況を踏まえ、平成20年と平成27年に中教審や教育再生実行会議でもろもろ提言が

なされてきました。要点だけを申せば、生涯を通じての学習の機会を充実させることは重要で、

学習した成果が評価され活用されることによって、地域の課題を解決していくことが重要としてい

ます。そして第Ⅲ章で示した今後の施策の基本的考えですが、「学びと活動の循環」をキーワー

ドとして、これを形成していく必要があると考えています。生涯学習で学んだ成果を地域の活動

につなげ、その活動＝たとえばボランティア自体がまた新たな学びになる。このような学びと活動

の循環の形成が重要ではないかと、基本的な視点として述べています。そこで、この学びの活動

の循環のために何をすればいいか、具体的な例としてあげているのが第Ⅳ章、第Ⅴ章です。

●検定試験の質の向上の必要性について
　では第Ⅳ章の「検定試験の質の向上等」に移ります。人々の学習の成果を証明するものとして、

例えば、国家資格や大学や専門学校の修了証書などがあります。それらは能力を示すわかりや

すい証明書になります。その他、民間ベースで行われている検定試験もあります。受験者数が多

いものですと、年間約300万人が受験されています。では、こうした民間ベースの検定試験は一

体どのくらいの数あるかというと、正確な数は把握できないのですが、ある資料では少なく見積も

って1000、多く見積もって5000という数字が出ていたりもします。さらには年に数十ずつ検定が

増えたり、減ったりもしていると思われます。そうした理由により、検定試験はそのすべてが、人々

のスキルをちゃんと測っているとは言い難く、そこで検定の質の確保・向上が求められます。質が

向上そして確保されていれば、活用する方も活用しやすくなります。

　では具体的な施策について資料に沿って、御説明いたします。「検定試験の評価及び情報の公

開」では、検定事業者には情報公開が求められ、評価を通じて質の改善と向上が求められるとし

ています。では公開すべき情報とは何であるか。基本的なところでは、どんな人がどのくらいの人

数受けているのか、またその難易度はどのくらいかということがあります。学校に関係するところで

は、例えば、学校の教科と対応するような検定試験の場合、学習指導要領とその検定がどのよう

に関わり、対比しているのかがわかると活用する側も活用しやすくなります。

　また、情報公開というとき、自己評価にも関わるところですが、本当にそのスキルを測っている

のですかということも問題になる場合があります。たとえばこの検定では英語の能力を測っていま

すと言いながら、出題された英語の問題には「アメリカの独立記念日はいつですか？」と、アメリ

カの歴史の知識があってはじめて答えられるようなものがあるとすると、これには齟齬があります。

試験の中身をしっかり整理して公開することも必要だと思われます。

●検定試験の自己評価と第三者評価について
　次に自己評価というのがありますが、「検定事業者は検定試験の質の向上のため、「検定試験

の自己評価シート」を活用して自己評価」するようお願いしています。この自己評価シートはHP

でも公開していて、そこでは、検定試験は何を目的としていますか、その目的に対応した検定内

容になっていますか、といったことを自己評価するシートになっています。このほか、試験の運営

で本人確認はきちんとできていますかといったことも含め、自己評価するようお願いしています。

この自己評価に関しては毎年１回はやっていただきたいとお願いしていて、検定試験を受験する

人にも、検定試験を活用する企業や学校にもわかるように公開するようお願いしています。また、

次のところでは自己評価シートとありますが、さらに新しい最新の状況を加味して自己評価シート

を改定するなどして、ガイドラインを作っていくことが望ましいとしております。中教審のこの答申

を踏まえ、我々文科省としてもより深い検討の場を設けていきたいと思っております。

　次に「第三者評価」についてです。自己評価というのは、普段の日々の自己点検に加えて、統

一的なフォーマット（ひな形）に従い行ってもらうものです。これに対し、第三者評価というのはよ

り客観的な評価によって質を向上していくものです。第三者評価は試みとしてかつてやったこと

はありますが、体系的にやっていきましょうといっているのが本答申です。自己評価をもとに、さら

に第三者評価をぜひ受けていただきたい、しかも民間事業者により第三者評価をやっていただ

きたいと示しています。回数は3～4年に1回やっていただき、その結果を公表していただいて、

学校や地域活動を提供してくださる方や活用してくださる方がその検定試験を活用しやすくなる

ような情報公開にしてくださいと述べています。自己評価や第三者評価については、これから国

としてもさらに詳細を検討していきたいと考えています。

●検定試験の一層の社会的活用のために期待される取組
　さて、これまでは検定試験の質を向上させてください、そのためにはこういう方法があると紹介し

てきました。質の向上により社会的な活用の可能性の幅が広がっていくのではないかとお示しす

るのが次です。

　検定試験の一層の社会的活用のために検定試験の関係者に期待される取組としてそれぞれ

例を挙げて提案しています。例えば検定事業者には実施者自らの組織運営の情報を公表し、検

定試験の合格者数や合格率を公表し、この検定で測ろうとしているのはこういう資質だということ

を活用者のために示してあげる。こうしたことが検定の質の向上につながり、利用者の拡大にも

つながるのではないか、あるいはこの検定が社会でどう活用されているか示すことも有効と考えま

す。その他、基礎段階から発展段階まで、検定試験を級ごとに段階付け、学習者が一生涯にわ

たって学習に励み継続できるよう実施することも提案しています。また企業については受験を推

奨する検定試験の明示や、受験料の負担軽減なども考えられるとしています。

　ここで、企業において検定試験が実際に活用されている例を紹介します。これは中教審に来て

いただいたアップコン株式会社の取組です。

　地盤沈下すると建物が傾きます。このような場合に、アップコン株式会社が、建物を持ち上げ、

傾きを直すという工事をしています。この企業では日本語検定の3級を取るよう、全社員に奨励し

ています。日本語検定は、漢字・敬語・文法・語彙・言葉の意味・表記の領域から出題され、日本

語の総合的な運用能力を測るもので、3級は、「高校卒業レベル～社会人基礎レベル」です。で

は、なぜこの会社では日本語検定を取るよう指導しているか、代表取締役から話をお聞きしまし

た。

　アップコン株式会社の業務は沈んだ建物を持ち上げるものですが、顧客は、工事自体ではなく、

施工担当者が作成した報告書によって、施行内容・結果を知ることになります。ところが、担当者

が書く報告書は意味が伝わりにくいなど、上司のチェック段階でも首をかしげることがよくあったと

いいます。そこで、報告書をより良いものにするために取り入れたのが、日本語検定でした。実際

に日本語検定を取り入れた後は、まずは報告書の作成にかかる時間が半分になったということで

す。加えて上司の報告書のチェックで引っかかる部分が減り、企業としては検定の活用により企業

経営効率がアップしたということでした。そこで入社時より日本語検定を持っている人を優遇し、

そうでない人も入社してから検定を受ける活用の仕方で企業の経営効率アップを実現していると

いう報告でした。

　文科省では別な検定の活用法も検討しています。学校では、子どもたちの学んだ成果を多面

的に評価することが求められています。その評価のひとつとして検定を活用することを検討してい

るのです。高校段階でも学校教育の目標に応じて単位認定を行うなどの取組が期待されるとして

います。さらには国、地方、公共団体においては、検定が産業界や学校でも活用しやすくなるよう、

検定事業者との対話の場を設定し、支援すると述べています。
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●ICTを活用した生涯学習プラットフォーム
　では次に第Ⅴ章の説明に移ります。

　第Ⅴ章は生涯学習の成果を活用する時の課題のひとつに挙げたマッチングに関わる部分です。

マッチングは、従来から、大学の生涯学習センター等による相談や情報提供により行われていま

す。このような取組を支援するために、ICTの進展を踏まえ、ICTを活用して学んだ成果を記録し、

活躍の場につなげてもらうことも可能ではないかというのがこの提案です。

　参考資料3をご覧ください。ICTを活用した生涯学習のプラットフォームに必要とされる3つの機

能です。

　1番目が「学習機会の提供機能」です。インターネットで買い物をする場合、「この商品を買った

人はこの商品も見ています」と表示されることがあります。これをレコメンド機能といいます。同じよ

うに、生涯学習でもICTを活用すると、学習者がこういう学びをしてこういう活動をしてきたというこ

とが蓄積されることで、次の学びや活動の場を推薦してくれるというのが「学習機会の提供機能」

です。これができれば、学習者と活動の場をコーディネートしてくれるコーディネーター側も、そう

いう情報を参考に、活用の機会を紹介しやすくなるということもあり得ます。

　2番目が「学習・活動履歴の記録・証明機能」です。これは前者の「学習機会の提供機能」を基

礎づけるものです。例えば履歴書には学歴や職歴を書く欄があります。加えて○○検定取得や

公開講座でこういう講座の修了証を持っていると書くこともできます。そういう履歴を上手く蓄積で

きれば自分の能力を証明しやすくなります。学びの記録を学習者本人が書き加えるかというと、

簡単にはいかない場合もあるかと思います。しかし生涯学習プラットフォームがいろんなシステム

とつながれば、自動的にデータを取り込めるようになります。

　学習履歴が集約されていれば、自分の学習の成果をスムーズに確認できることになります。その

個人情報を自分で公にする内容とそうではない内容を管理し相手に見せることができれば、自分

がどういうことができる人間か、より深く効率的に知ってもらうことができます。これが「学習・活動

履歴の記録・証明機能」です。

　3番目が「学習者等のネットワーク化機能」です。Facebookなどをイメージしてもらえるといいの

ですが、そういうところで他の学習者とつながってモチベーションをもって学ぶことができたり、そ

のつながりから違う学びの場を見つけたり、さらには学びを活用する場も見つけられるのではな

いかというのが「学習者等のネットワーク化機能」です。

●最後に
　このような形で、生涯学習プラットフォームというものも考えられるのではないかとお話ししました

が、ではこれが今日明日にもできるかといえば、それは考えにくいことです。総務省において、初

等中等教育段階の実証事業をやっていて、その総務省の成果も活用しながら検討する必要があ

ります。このとき、特に個人情報保護は重要な問題です。また、国としても研究の余地はあり、文

科省も民間への委託を含め研究し、生涯学習プラットフォームのあり方を引き続き検討していると

ころです。

　以上が、第二部の概略です。ご清聴、ありがとうございました。

 大橋　ではまず皆さんからのご質問やご意見をお聞かせください。

 質問者①　わかりやすく興味深いお話ありがとうございました。つきましては私は実務担当ですが、

生涯学習社会の実現に向け、私たちは具体的に何をしたらいいか、ヒントをお聞かせください。

 助川　生涯学習プラットフォーム自体、先に申し上げた通り、まだ具体的な計画ができたわけではあ

りません。それゆえ生涯学習プラットフォームに向けた作業としてはお願いできるところはありません。

ただ皆さんには各地域で、これまで同様、質の高い教育を提供してほしいとお願いいたします。そし

てその質の高い教育を、できれば目に見える形にしてほしいですね。このこと自体はプラットフォーム

に関係ないところですが、先生方にはぜひ努めてもらいたいところです。

 大橋　地域性というといろんな分野があると思います。沖縄には伝統があり、文化があり、沖縄でしか

教えられないこともあると思います。それはどの地域にもあります。

　こうした伝統や文化を守る立場にあるのも、我々各種学校や専修学校など、職業学校も多くの部分

で担っているところです。伝統芸能や伝統技術は、地域で守らないと仕方のないところです。ところが

これに対して国はほとんど関与されません。国民にゆだねられています。で、現実的には伝統はます

ます失われる傾向にあります。私が暮らす広島にも醤油や味噌など、地域ならではの食文化がありま

す。ところがそれを作るための樽を作る職人や店がなくなってしまった。樽の代わりになるものはありま

すが、樽で作った醤油や味噌の味は失われてしまったんです。こういう味は誰がどうやって受け継い

でいくのか…伝統技能は坂道を転がり落ちるように失われています。そういう意味からも各種学校や

専修学校も、地域性をもって頑張らなきゃと思うのですが、頑張れないよね。それをやっていたら倒産

しますからね。

 質問者①　昨年の研修会で学校と地域の連携について、文科省が予算を付けていると話がありまし

たが、今回の生涯学習における環境整備にも予算はついているのでしょうか？

 助川　まだありません。各事業者の方に実践してもらっても、委託補助ということはまだない段階です。

学校と地域の連携については、すでにスタートしている事業で、土曜学習や地域未来塾などどんどん

引き続きやってきたいと思っています。

 質問者②　学校と地域の連携とありましたが、我々は地域の社会教育課に行きましたが、全然取り合

ってくださいませんでした。それはボランティアですか？とうまく連携できなかったのですが、文科省と

しては市や県にどういう通達をされているのでしょうか？

 助川　学校と地域の連携に関する事業について、担当課がどういう通知を出しているのかは詳しくな

いのですが、ただ社会教育課は市町村などの自治体が主体となって事業を実施していると聞いてい

ます。

 質問者②　その時はボランティア＝無償の協力、費用は出せないと言われました。県から一人二人

の担当が来ていますが、協力者はほとんどがボランティアと言われました。公民館活動や子どもの土

曜日に学習するのとか。

 大橋　現実問題としてどうなんですかね。小学校中学校高校から専修学校や各種学校は頼まれるこ

とはありますが、現実はボランティアです。違う例はありますか？

 質問者①　私たちは小学校の部活動を手伝っています。放課後、県の教育委員会からの依頼で子

ども教室をやっています。これはボランティアではなく予算がついています。

 大橋　私からお願いなんですが、生涯学習はいつでもどこでも誰でもがお題目だと思いますが、実

際には過疎化とか子どもの貧困といった現実があり、いつでもどこでも全然学べないんです。これは

お願いする部署が違うのかもしれませんが、同じ官庁内で、生涯学習をやるためにはこれが必要とか、

おかしいとか、どんどん注文することはできないのでしょうか。

 助川　生涯学習分科会の方でも、生涯学習について大所高所から論点を整理していきたいと思いま

す。

 大橋　これも一例なのですが、市町村合併により小学校も幼稚園も統合されています。その一方で、

私の住む広島の中国山地のような山村に行くと、若い人の中には移住希望者もいて、意外と人口が

増えている場合もあります。ところが移住したはいいが子どもを教育する学校がないと、そんな問題が

起こっています。そうしたところも総合的に計画的にやっていただかないと、地域頑張りなさいといい

つつ、頑張れる状況が削がれている矛盾が生じてしまっています。

 助川　私も島根に赴任していたことがあって、島根の山の方もいろいろ問題を抱えていました。でも

頑張っている事例もあり、そういう情報の共有はできます。話は少しそれますが…島根県は大学が2校

しかなくて、私立もない。そうした環境にある人は大学に通うために高校を卒業したら自動的に下宿し

なくてはいけません。島根に昔は63市町村あったが、今は19。行政が広域化されているのもあって、

合併して頑張っているところもあるのですが、おっしゃるように弊害も生まれています。実はICTの活

用というのはそういうのも含んで考えられているところがあります。もちろん過疎化の村でICTを活用し

システムを作ったからといって実際に使われるかというと、それは別問題です。ただそういうのが整備

されると活用しやすくはなります。地域の力が弱まり、みんなの元気がなくなっていくと、そういうのが

あっても余計に元気がなくなるわけで、ICTはツールでしかなくて、社会教育を通して地域をどう活性

化するかは、これからも考えていかなくてはいけないところです。

 大橋　私が関わっている広島の文化協会には、舞台関係や芸能関係や音楽関係などいろんな人が

集まります。そういう人たちとも小学校や中学校に行こうという話が出ます。ところが学校に話をすると

拒否される。もちろんやる方としてはボランティアでギャラを請求するつもりなどありません。でも拒否

される。時間がないと。英数国以外にも学ぶべき大事なことっていっぱいあると思うのですが子どもた

ちも忙しい。では子どもたちの情操教育はどうなるのか、日本の将来が不安です。

 助川　学校が来てほしいときには協会に断られる、ところがその逆もあるというのはよく聞こえてくる話

です。私は現在の部署に来る前に、科学技術の人材育成をやっていたことがあります。そこで、ある

団体から伺ったのですが、その団体では、新しい分野を理科の授業に取り込むにあたり、どのタイミン

グでどんなカリキュラムで指導をすればいいか、入念に計画し、モデル校で試し、市町村に広めたと聞き

ました。団体と学校が協力し、学校での１ヶ月の授業時間、１年の授業時間も考慮し、体系的に位置付

けて計画を立てられたそうです。子どもたちにとっては、それがいい学びでも、タイミングややり方によ

っては一過的な経験になり、知識として蓄積されないことになります。

 大橋　では他になければ、そろそろ終わります。ただ今回の生涯学習の話についてはまだ概念的な

部分が多く、具体的な話はこれからという事ですので、今後はより具体的に前に進む話になることを

期待しています。

　助川室長、長いお時間ありがとうございました。



●はじめに
　全国各種学校協会の研修会にお招きいただき、ありがとうございます。本日は、平成28年5月30日

に中央教育審議会が取りまとめました答申についてご説明させていただきます。

　まず文部科学大臣より、昨年（平成27年）4月に中教審に諮問がありました。諮問は大きく2つの事

項に分かれておりまして、それぞれ、第一部、第二部としてまとめています。

　第一部は「専門職業人養成のための新たな高等教育機関」の制度化について中教審が取りまとめ

たものです。これから私が説明申し上げるのは、第二部「生涯学習による可能性の拡大、自己実現及

び社会貢献・地域課題解決に向けた環境整備について」です。中教審の下にはいくつか分科会があ

り、その中で生涯学習を検討していただく生涯学習分科会がございます。生涯学習分科会のさらに下

に学習成果活用部会というのを設け、そこを中心に「学習の成果を活用するためにどうすればいいか」と

いうことを検討していただいた成果がこの答申にまとめられています。

●生涯学習の成果を活用する際の課題
　人々が生涯を通じて何らかの学びをしていく上で、地域活動であれ、仕事の中であれ、学校の

中であれ、家庭の中であれ、学んだその成果を活用できたらいいですよね。そうは言っても、実

際に学んだ成果を社会で活用できるかというと、なかなかハードルが高いものです。例えば私が

珠算を学び、そのスキルを何かに役立てたいと思っても、どこに行けば役立つかわからないという

のが最初のハードルになります。一方で珠算の活動の機会を提供しているA氏がいるとします。A

氏は活動の機会を提供したい、ついてはこういう人材がほしいと思っていても、人材が見つから

ない。このように学習者と活動の機会を与えてくれる方とのうまいマッチングができないというのが、

ひとつの課題になります。

　現実には社会教育に関わるコーディネーターが地域におられたり、大学の生涯学習センターが

あったりします。そういうところに相談に行くと、次の学びの機会をこういう場所で提供していると

か、ここで人を募集しているので活躍の場があるとか、マッチングしてくれる場合があります。ただそれ

はコーディネーターの長年の経験や勘といった人力であって、それをもっと効率的にできないかという

課題も見えてきます。

　また次に、活動の場を見つけられたとしても、自分のスキルを説明することは容易ではありません。

珠算の場合は検定があり、また、国家資格や教員免許はわかりやすい証明になります。しかし「○○検

定に合格しています」といっても、その検定試験自体が知られていない場合があります。このように、活

動の場が見つかってもスキルを証明できないと実際の活動に結びつかないということが学習者側には

起こり得ます。これは逆に機会を提供するA氏の立場でも困った問題です。いかに「○○検定を持っ

ている」「○○ができる」とアピールされても、A氏としては本当にできる人なのか判断できないからで

す。

　つまり大まかには、生涯学習の成果を活用しようとした時、2つの課題が挙げられます。１点目はどう

やって人と人をマッチングするかです。そして2点目がマッチングされたとしても活動の場を提供する

側に学んだことをどう証明するかです。2点目については国家資格などで整備されている部分もありま

す。ただ検定試験というのは数多くあって、どれがどのレベルの実力の証明になるか、不明瞭な部分

もあります。また1点目の課題についても生涯学習の分野のコーディネーターがおられるけれど、より

効率的な方法はないか、答申では I CTの発展等も視野に入れて検討しています。

●地域の課題を地域で解決する「学びと活動の循環」形成
　あらためまして、本答申では第Ⅰ章、第Ⅱ章、第Ⅲ章が総論、第Ⅳ章は2点目の課題である、

学んだ成果を証明する方策の一つである検定試験についての検討。第Ⅴ章の「ICTを活用した‟生

涯学習プラットフォーム（仮称）”の構築」は1点目の課題であるマッチングについて検討していま

す。

　まず第Ⅰ章の「生涯学習を取り巻く状況」です。「社会状況の変化」として、たとえば人口減少

や科学技術イノベーション、グローバル化等により社会がいろいろ変わってきています。そうした

時に地域の課題をそれぞれの地域の住民自らの力で解決していくのが大事であろうと思われま

す。また生涯学習における「学習環境の変化」もさまざまに広がっています。例えばTVCMでもや

っているようにスマートフォンやパソコンでも学びの教材は提供されていて、ITを通しても学びの

機会は広がっています。ただ一方で地域住民の中で地域の問題を解決しようといっても、地域に

根差した学習の機会が減っている面もあります。

　こうした状況を踏まえ、平成20年と平成27年に中教審や教育再生実行会議でもろもろ提言が

なされてきました。要点だけを申せば、生涯を通じての学習の機会を充実させることは重要で、

学習した成果が評価され活用されることによって、地域の課題を解決していくことが重要としてい

ます。そして第Ⅲ章で示した今後の施策の基本的考えですが、「学びと活動の循環」をキーワー

ドとして、これを形成していく必要があると考えています。生涯学習で学んだ成果を地域の活動

につなげ、その活動＝たとえばボランティア自体がまた新たな学びになる。このような学びと活動

の循環の形成が重要ではないかと、基本的な視点として述べています。そこで、この学びの活動

の循環のために何をすればいいか、具体的な例としてあげているのが第Ⅳ章、第Ⅴ章です。

●検定試験の質の向上の必要性について
　では第Ⅳ章の「検定試験の質の向上等」に移ります。人々の学習の成果を証明するものとして、

例えば、国家資格や大学や専門学校の修了証書などがあります。それらは能力を示すわかりや

すい証明書になります。その他、民間ベースで行われている検定試験もあります。受験者数が多

いものですと、年間約300万人が受験されています。では、こうした民間ベースの検定試験は一

体どのくらいの数あるかというと、正確な数は把握できないのですが、ある資料では少なく見積も

って1000、多く見積もって5000という数字が出ていたりもします。さらには年に数十ずつ検定が

増えたり、減ったりもしていると思われます。そうした理由により、検定試験はそのすべてが、人々

のスキルをちゃんと測っているとは言い難く、そこで検定の質の確保・向上が求められます。質が

向上そして確保されていれば、活用する方も活用しやすくなります。

　では具体的な施策について資料に沿って、御説明いたします。「検定試験の評価及び情報の公

開」では、検定事業者には情報公開が求められ、評価を通じて質の改善と向上が求められるとし

ています。では公開すべき情報とは何であるか。基本的なところでは、どんな人がどのくらいの人

数受けているのか、またその難易度はどのくらいかということがあります。学校に関係するところで

は、例えば、学校の教科と対応するような検定試験の場合、学習指導要領とその検定がどのよう

に関わり、対比しているのかがわかると活用する側も活用しやすくなります。

　また、情報公開というとき、自己評価にも関わるところですが、本当にそのスキルを測っている

のですかということも問題になる場合があります。たとえばこの検定では英語の能力を測っていま

すと言いながら、出題された英語の問題には「アメリカの独立記念日はいつですか？」と、アメリ

カの歴史の知識があってはじめて答えられるようなものがあるとすると、これには齟齬があります。

試験の中身をしっかり整理して公開することも必要だと思われます。

●検定試験の自己評価と第三者評価について
　次に自己評価というのがありますが、「検定事業者は検定試験の質の向上のため、「検定試験

の自己評価シート」を活用して自己評価」するようお願いしています。この自己評価シートはHP

でも公開していて、そこでは、検定試験は何を目的としていますか、その目的に対応した検定内

容になっていますか、といったことを自己評価するシートになっています。このほか、試験の運営

で本人確認はきちんとできていますかといったことも含め、自己評価するようお願いしています。

この自己評価に関しては毎年１回はやっていただきたいとお願いしていて、検定試験を受験する

人にも、検定試験を活用する企業や学校にもわかるように公開するようお願いしています。また、

次のところでは自己評価シートとありますが、さらに新しい最新の状況を加味して自己評価シート

を改定するなどして、ガイドラインを作っていくことが望ましいとしております。中教審のこの答申

を踏まえ、我々文科省としてもより深い検討の場を設けていきたいと思っております。

　次に「第三者評価」についてです。自己評価というのは、普段の日々の自己点検に加えて、統

一的なフォーマット（ひな形）に従い行ってもらうものです。これに対し、第三者評価というのはよ

り客観的な評価によって質を向上していくものです。第三者評価は試みとしてかつてやったこと

はありますが、体系的にやっていきましょうといっているのが本答申です。自己評価をもとに、さら

に第三者評価をぜひ受けていただきたい、しかも民間事業者により第三者評価をやっていただ

きたいと示しています。回数は3～4年に1回やっていただき、その結果を公表していただいて、

学校や地域活動を提供してくださる方や活用してくださる方がその検定試験を活用しやすくなる

ような情報公開にしてくださいと述べています。自己評価や第三者評価については、これから国

としてもさらに詳細を検討していきたいと考えています。

●検定試験の一層の社会的活用のために期待される取組
　さて、これまでは検定試験の質を向上させてください、そのためにはこういう方法があると紹介し

てきました。質の向上により社会的な活用の可能性の幅が広がっていくのではないかとお示しす

るのが次です。

　検定試験の一層の社会的活用のために検定試験の関係者に期待される取組としてそれぞれ

例を挙げて提案しています。例えば検定事業者には実施者自らの組織運営の情報を公表し、検

定試験の合格者数や合格率を公表し、この検定で測ろうとしているのはこういう資質だということ

を活用者のために示してあげる。こうしたことが検定の質の向上につながり、利用者の拡大にも

つながるのではないか、あるいはこの検定が社会でどう活用されているか示すことも有効と考えま

す。その他、基礎段階から発展段階まで、検定試験を級ごとに段階付け、学習者が一生涯にわ

たって学習に励み継続できるよう実施することも提案しています。また企業については受験を推

奨する検定試験の明示や、受験料の負担軽減なども考えられるとしています。

　ここで、企業において検定試験が実際に活用されている例を紹介します。これは中教審に来て

いただいたアップコン株式会社の取組です。

　地盤沈下すると建物が傾きます。このような場合に、アップコン株式会社が、建物を持ち上げ、

傾きを直すという工事をしています。この企業では日本語検定の3級を取るよう、全社員に奨励し

ています。日本語検定は、漢字・敬語・文法・語彙・言葉の意味・表記の領域から出題され、日本

語の総合的な運用能力を測るもので、3級は、「高校卒業レベル～社会人基礎レベル」です。で

は、なぜこの会社では日本語検定を取るよう指導しているか、代表取締役から話をお聞きしまし

た。

　アップコン株式会社の業務は沈んだ建物を持ち上げるものですが、顧客は、工事自体ではなく、

施工担当者が作成した報告書によって、施行内容・結果を知ることになります。ところが、担当者

が書く報告書は意味が伝わりにくいなど、上司のチェック段階でも首をかしげることがよくあったと

いいます。そこで、報告書をより良いものにするために取り入れたのが、日本語検定でした。実際

に日本語検定を取り入れた後は、まずは報告書の作成にかかる時間が半分になったということで

す。加えて上司の報告書のチェックで引っかかる部分が減り、企業としては検定の活用により企業

経営効率がアップしたということでした。そこで入社時より日本語検定を持っている人を優遇し、

そうでない人も入社してから検定を受ける活用の仕方で企業の経営効率アップを実現していると

いう報告でした。

　文科省では別な検定の活用法も検討しています。学校では、子どもたちの学んだ成果を多面

的に評価することが求められています。その評価のひとつとして検定を活用することを検討してい

るのです。高校段階でも学校教育の目標に応じて単位認定を行うなどの取組が期待されるとして

います。さらには国、地方、公共団体においては、検定が産業界や学校でも活用しやすくなるよう、

検定事業者との対話の場を設定し、支援すると述べています。

●ICTを活用した生涯学習プラットフォーム
　では次に第Ⅴ章の説明に移ります。

　第Ⅴ章は生涯学習の成果を活用する時の課題のひとつに挙げたマッチングに関わる部分です。

マッチングは、従来から、大学の生涯学習センター等による相談や情報提供により行われていま

す。このような取組を支援するために、ICTの進展を踏まえ、ICTを活用して学んだ成果を記録し、

活躍の場につなげてもらうことも可能ではないかというのがこの提案です。

　参考資料3をご覧ください。ICTを活用した生涯学習のプラットフォームに必要とされる3つの機

能です。

　1番目が「学習機会の提供機能」です。インターネットで買い物をする場合、「この商品を買った

人はこの商品も見ています」と表示されることがあります。これをレコメンド機能といいます。同じよ

うに、生涯学習でもICTを活用すると、学習者がこういう学びをしてこういう活動をしてきたというこ

とが蓄積されることで、次の学びや活動の場を推薦してくれるというのが「学習機会の提供機能」

です。これができれば、学習者と活動の場をコーディネートしてくれるコーディネーター側も、そう

いう情報を参考に、活用の機会を紹介しやすくなるということもあり得ます。

　2番目が「学習・活動履歴の記録・証明機能」です。これは前者の「学習機会の提供機能」を基

礎づけるものです。例えば履歴書には学歴や職歴を書く欄があります。加えて○○検定取得や

公開講座でこういう講座の修了証を持っていると書くこともできます。そういう履歴を上手く蓄積で

きれば自分の能力を証明しやすくなります。学びの記録を学習者本人が書き加えるかというと、

簡単にはいかない場合もあるかと思います。しかし生涯学習プラットフォームがいろんなシステム

とつながれば、自動的にデータを取り込めるようになります。

　学習履歴が集約されていれば、自分の学習の成果をスムーズに確認できることになります。その

個人情報を自分で公にする内容とそうではない内容を管理し相手に見せることができれば、自分

がどういうことができる人間か、より深く効率的に知ってもらうことができます。これが「学習・活動

履歴の記録・証明機能」です。

　3番目が「学習者等のネットワーク化機能」です。Facebookなどをイメージしてもらえるといいの

ですが、そういうところで他の学習者とつながってモチベーションをもって学ぶことができたり、そ

のつながりから違う学びの場を見つけたり、さらには学びを活用する場も見つけられるのではな

いかというのが「学習者等のネットワーク化機能」です。
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●最後に
　このような形で、生涯学習プラットフォームというものも考えられるのではないかとお話ししました

が、ではこれが今日明日にもできるかといえば、それは考えにくいことです。総務省において、初

等中等教育段階の実証事業をやっていて、その総務省の成果も活用しながら検討する必要があ

ります。このとき、特に個人情報保護は重要な問題です。また、国としても研究の余地はあり、文

科省も民間への委託を含め研究し、生涯学習プラットフォームのあり方を引き続き検討していると

ころです。

　以上が、第二部の概略です。ご清聴、ありがとうございました。

 大橋　ではまず皆さんからのご質問やご意見をお聞かせください。

 質問者①　わかりやすく興味深いお話ありがとうございました。つきましては私は実務担当ですが、

生涯学習社会の実現に向け、私たちは具体的に何をしたらいいか、ヒントをお聞かせください。

 助川　生涯学習プラットフォーム自体、先に申し上げた通り、まだ具体的な計画ができたわけではあ

りません。それゆえ生涯学習プラットフォームに向けた作業としてはお願いできるところはありません。

ただ皆さんには各地域で、これまで同様、質の高い教育を提供してほしいとお願いいたします。そし

てその質の高い教育を、できれば目に見える形にしてほしいですね。このこと自体はプラットフォーム

に関係ないところですが、先生方にはぜひ努めてもらいたいところです。

 大橋　地域性というといろんな分野があると思います。沖縄には伝統があり、文化があり、沖縄でしか

教えられないこともあると思います。それはどの地域にもあります。

　こうした伝統や文化を守る立場にあるのも、我々各種学校や専修学校など、職業学校も多くの部分

で担っているところです。伝統芸能や伝統技術は、地域で守らないと仕方のないところです。ところが

これに対して国はほとんど関与されません。国民にゆだねられています。で、現実的には伝統はます

ます失われる傾向にあります。私が暮らす広島にも醤油や味噌など、地域ならではの食文化がありま

す。ところがそれを作るための樽を作る職人や店がなくなってしまった。樽の代わりになるものはありま

すが、樽で作った醤油や味噌の味は失われてしまったんです。こういう味は誰がどうやって受け継い

でいくのか…伝統技能は坂道を転がり落ちるように失われています。そういう意味からも各種学校や

専修学校も、地域性をもって頑張らなきゃと思うのですが、頑張れないよね。それをやっていたら倒産

しますからね。

 質問者①　昨年の研修会で学校と地域の連携について、文科省が予算を付けていると話がありまし

たが、今回の生涯学習における環境整備にも予算はついているのでしょうか？

 助川　まだありません。各事業者の方に実践してもらっても、委託補助ということはまだない段階です。

学校と地域の連携については、すでにスタートしている事業で、土曜学習や地域未来塾などどんどん

引き続きやってきたいと思っています。

 質問者②　学校と地域の連携とありましたが、我々は地域の社会教育課に行きましたが、全然取り合

ってくださいませんでした。それはボランティアですか？とうまく連携できなかったのですが、文科省と

しては市や県にどういう通達をされているのでしょうか？

 助川　学校と地域の連携に関する事業について、担当課がどういう通知を出しているのかは詳しくな

いのですが、ただ社会教育課は市町村などの自治体が主体となって事業を実施していると聞いてい

ます。

 質問者②　その時はボランティア＝無償の協力、費用は出せないと言われました。県から一人二人

の担当が来ていますが、協力者はほとんどがボランティアと言われました。公民館活動や子どもの土

曜日に学習するのとか。

 大橋　現実問題としてどうなんですかね。小学校中学校高校から専修学校や各種学校は頼まれるこ

とはありますが、現実はボランティアです。違う例はありますか？

 質問者①　私たちは小学校の部活動を手伝っています。放課後、県の教育委員会からの依頼で子

ども教室をやっています。これはボランティアではなく予算がついています。

 大橋　私からお願いなんですが、生涯学習はいつでもどこでも誰でもがお題目だと思いますが、実

際には過疎化とか子どもの貧困といった現実があり、いつでもどこでも全然学べないんです。これは

お願いする部署が違うのかもしれませんが、同じ官庁内で、生涯学習をやるためにはこれが必要とか、

おかしいとか、どんどん注文することはできないのでしょうか。

 助川　生涯学習分科会の方でも、生涯学習について大所高所から論点を整理していきたいと思いま

す。

 大橋　これも一例なのですが、市町村合併により小学校も幼稚園も統合されています。その一方で、

私の住む広島の中国山地のような山村に行くと、若い人の中には移住希望者もいて、意外と人口が

増えている場合もあります。ところが移住したはいいが子どもを教育する学校がないと、そんな問題が

起こっています。そうしたところも総合的に計画的にやっていただかないと、地域頑張りなさいといい

つつ、頑張れる状況が削がれている矛盾が生じてしまっています。

 助川　私も島根に赴任していたことがあって、島根の山の方もいろいろ問題を抱えていました。でも

頑張っている事例もあり、そういう情報の共有はできます。話は少しそれますが…島根県は大学が2校

しかなくて、私立もない。そうした環境にある人は大学に通うために高校を卒業したら自動的に下宿し

なくてはいけません。島根に昔は63市町村あったが、今は19。行政が広域化されているのもあって、

合併して頑張っているところもあるのですが、おっしゃるように弊害も生まれています。実はICTの活

用というのはそういうのも含んで考えられているところがあります。もちろん過疎化の村でICTを活用し

システムを作ったからといって実際に使われるかというと、それは別問題です。ただそういうのが整備

されると活用しやすくはなります。地域の力が弱まり、みんなの元気がなくなっていくと、そういうのが

あっても余計に元気がなくなるわけで、ICTはツールでしかなくて、社会教育を通して地域をどう活性

化するかは、これからも考えていかなくてはいけないところです。

 大橋　私が関わっている広島の文化協会には、舞台関係や芸能関係や音楽関係などいろんな人が

集まります。そういう人たちとも小学校や中学校に行こうという話が出ます。ところが学校に話をすると

拒否される。もちろんやる方としてはボランティアでギャラを請求するつもりなどありません。でも拒否

される。時間がないと。英数国以外にも学ぶべき大事なことっていっぱいあると思うのですが子どもた

ちも忙しい。では子どもたちの情操教育はどうなるのか、日本の将来が不安です。

 助川　学校が来てほしいときには協会に断られる、ところがその逆もあるというのはよく聞こえてくる話

です。私は現在の部署に来る前に、科学技術の人材育成をやっていたことがあります。そこで、ある

団体から伺ったのですが、その団体では、新しい分野を理科の授業に取り込むにあたり、どのタイミン

グでどんなカリキュラムで指導をすればいいか、入念に計画し、モデル校で試し、市町村に広めたと聞き

ました。団体と学校が協力し、学校での１ヶ月の授業時間、１年の授業時間も考慮し、体系的に位置付

けて計画を立てられたそうです。子どもたちにとっては、それがいい学びでも、タイミングややり方によ

っては一過的な経験になり、知識として蓄積されないことになります。

 大橋　では他になければ、そろそろ終わります。ただ今回の生涯学習の話についてはまだ概念的な

部分が多く、具体的な話はこれからという事ですので、今後はより具体的に前に進む話になることを

期待しています。

　助川室長、長いお時間ありがとうございました。



●はじめに
　全国各種学校協会の研修会にお招きいただき、ありがとうございます。本日は、平成28年5月30日

に中央教育審議会が取りまとめました答申についてご説明させていただきます。

　まず文部科学大臣より、昨年（平成27年）4月に中教審に諮問がありました。諮問は大きく2つの事

項に分かれておりまして、それぞれ、第一部、第二部としてまとめています。

　第一部は「専門職業人養成のための新たな高等教育機関」の制度化について中教審が取りまとめ

たものです。これから私が説明申し上げるのは、第二部「生涯学習による可能性の拡大、自己実現及

び社会貢献・地域課題解決に向けた環境整備について」です。中教審の下にはいくつか分科会があ

り、その中で生涯学習を検討していただく生涯学習分科会がございます。生涯学習分科会のさらに下

に学習成果活用部会というのを設け、そこを中心に「学習の成果を活用するためにどうすればいいか」と

いうことを検討していただいた成果がこの答申にまとめられています。

●生涯学習の成果を活用する際の課題
　人々が生涯を通じて何らかの学びをしていく上で、地域活動であれ、仕事の中であれ、学校の

中であれ、家庭の中であれ、学んだその成果を活用できたらいいですよね。そうは言っても、実

際に学んだ成果を社会で活用できるかというと、なかなかハードルが高いものです。例えば私が

珠算を学び、そのスキルを何かに役立てたいと思っても、どこに行けば役立つかわからないという

のが最初のハードルになります。一方で珠算の活動の機会を提供しているA氏がいるとします。A

氏は活動の機会を提供したい、ついてはこういう人材がほしいと思っていても、人材が見つから

ない。このように学習者と活動の機会を与えてくれる方とのうまいマッチングができないというのが、

ひとつの課題になります。

　現実には社会教育に関わるコーディネーターが地域におられたり、大学の生涯学習センターが

あったりします。そういうところに相談に行くと、次の学びの機会をこういう場所で提供していると

か、ここで人を募集しているので活躍の場があるとか、マッチングしてくれる場合があります。ただそれ

はコーディネーターの長年の経験や勘といった人力であって、それをもっと効率的にできないかという

課題も見えてきます。

　また次に、活動の場を見つけられたとしても、自分のスキルを説明することは容易ではありません。

珠算の場合は検定があり、また、国家資格や教員免許はわかりやすい証明になります。しかし「○○検

定に合格しています」といっても、その検定試験自体が知られていない場合があります。このように、活

動の場が見つかってもスキルを証明できないと実際の活動に結びつかないということが学習者側には

起こり得ます。これは逆に機会を提供するA氏の立場でも困った問題です。いかに「○○検定を持っ

ている」「○○ができる」とアピールされても、A氏としては本当にできる人なのか判断できないからで

す。

　つまり大まかには、生涯学習の成果を活用しようとした時、2つの課題が挙げられます。１点目はどう

やって人と人をマッチングするかです。そして2点目がマッチングされたとしても活動の場を提供する

側に学んだことをどう証明するかです。2点目については国家資格などで整備されている部分もありま

す。ただ検定試験というのは数多くあって、どれがどのレベルの実力の証明になるか、不明瞭な部分

もあります。また1点目の課題についても生涯学習の分野のコーディネーターがおられるけれど、より

効率的な方法はないか、答申では I CTの発展等も視野に入れて検討しています。

●地域の課題を地域で解決する「学びと活動の循環」形成
　あらためまして、本答申では第Ⅰ章、第Ⅱ章、第Ⅲ章が総論、第Ⅳ章は2点目の課題である、

学んだ成果を証明する方策の一つである検定試験についての検討。第Ⅴ章の「ICTを活用した‟生

涯学習プラットフォーム（仮称）”の構築」は1点目の課題であるマッチングについて検討していま

す。

　まず第Ⅰ章の「生涯学習を取り巻く状況」です。「社会状況の変化」として、たとえば人口減少

や科学技術イノベーション、グローバル化等により社会がいろいろ変わってきています。そうした

時に地域の課題をそれぞれの地域の住民自らの力で解決していくのが大事であろうと思われま

す。また生涯学習における「学習環境の変化」もさまざまに広がっています。例えばTVCMでもや

っているようにスマートフォンやパソコンでも学びの教材は提供されていて、ITを通しても学びの

機会は広がっています。ただ一方で地域住民の中で地域の問題を解決しようといっても、地域に

根差した学習の機会が減っている面もあります。

　こうした状況を踏まえ、平成20年と平成27年に中教審や教育再生実行会議でもろもろ提言が

なされてきました。要点だけを申せば、生涯を通じての学習の機会を充実させることは重要で、

学習した成果が評価され活用されることによって、地域の課題を解決していくことが重要としてい

ます。そして第Ⅲ章で示した今後の施策の基本的考えですが、「学びと活動の循環」をキーワー

ドとして、これを形成していく必要があると考えています。生涯学習で学んだ成果を地域の活動

につなげ、その活動＝たとえばボランティア自体がまた新たな学びになる。このような学びと活動

の循環の形成が重要ではないかと、基本的な視点として述べています。そこで、この学びの活動

の循環のために何をすればいいか、具体的な例としてあげているのが第Ⅳ章、第Ⅴ章です。

●検定試験の質の向上の必要性について
　では第Ⅳ章の「検定試験の質の向上等」に移ります。人々の学習の成果を証明するものとして、

例えば、国家資格や大学や専門学校の修了証書などがあります。それらは能力を示すわかりや

すい証明書になります。その他、民間ベースで行われている検定試験もあります。受験者数が多

いものですと、年間約300万人が受験されています。では、こうした民間ベースの検定試験は一

体どのくらいの数あるかというと、正確な数は把握できないのですが、ある資料では少なく見積も

って1000、多く見積もって5000という数字が出ていたりもします。さらには年に数十ずつ検定が

増えたり、減ったりもしていると思われます。そうした理由により、検定試験はそのすべてが、人々

のスキルをちゃんと測っているとは言い難く、そこで検定の質の確保・向上が求められます。質が

向上そして確保されていれば、活用する方も活用しやすくなります。

　では具体的な施策について資料に沿って、御説明いたします。「検定試験の評価及び情報の公

開」では、検定事業者には情報公開が求められ、評価を通じて質の改善と向上が求められるとし

ています。では公開すべき情報とは何であるか。基本的なところでは、どんな人がどのくらいの人

数受けているのか、またその難易度はどのくらいかということがあります。学校に関係するところで

は、例えば、学校の教科と対応するような検定試験の場合、学習指導要領とその検定がどのよう

に関わり、対比しているのかがわかると活用する側も活用しやすくなります。

　また、情報公開というとき、自己評価にも関わるところですが、本当にそのスキルを測っている

のですかということも問題になる場合があります。たとえばこの検定では英語の能力を測っていま

すと言いながら、出題された英語の問題には「アメリカの独立記念日はいつですか？」と、アメリ

カの歴史の知識があってはじめて答えられるようなものがあるとすると、これには齟齬があります。

試験の中身をしっかり整理して公開することも必要だと思われます。

●検定試験の自己評価と第三者評価について
　次に自己評価というのがありますが、「検定事業者は検定試験の質の向上のため、「検定試験

の自己評価シート」を活用して自己評価」するようお願いしています。この自己評価シートはHP

でも公開していて、そこでは、検定試験は何を目的としていますか、その目的に対応した検定内

容になっていますか、といったことを自己評価するシートになっています。このほか、試験の運営

で本人確認はきちんとできていますかといったことも含め、自己評価するようお願いしています。

この自己評価に関しては毎年１回はやっていただきたいとお願いしていて、検定試験を受験する

人にも、検定試験を活用する企業や学校にもわかるように公開するようお願いしています。また、

次のところでは自己評価シートとありますが、さらに新しい最新の状況を加味して自己評価シート

を改定するなどして、ガイドラインを作っていくことが望ましいとしております。中教審のこの答申

を踏まえ、我々文科省としてもより深い検討の場を設けていきたいと思っております。

　次に「第三者評価」についてです。自己評価というのは、普段の日々の自己点検に加えて、統

一的なフォーマット（ひな形）に従い行ってもらうものです。これに対し、第三者評価というのはよ

り客観的な評価によって質を向上していくものです。第三者評価は試みとしてかつてやったこと

はありますが、体系的にやっていきましょうといっているのが本答申です。自己評価をもとに、さら

に第三者評価をぜひ受けていただきたい、しかも民間事業者により第三者評価をやっていただ

きたいと示しています。回数は3～4年に1回やっていただき、その結果を公表していただいて、

学校や地域活動を提供してくださる方や活用してくださる方がその検定試験を活用しやすくなる

ような情報公開にしてくださいと述べています。自己評価や第三者評価については、これから国

としてもさらに詳細を検討していきたいと考えています。

●検定試験の一層の社会的活用のために期待される取組
　さて、これまでは検定試験の質を向上させてください、そのためにはこういう方法があると紹介し

てきました。質の向上により社会的な活用の可能性の幅が広がっていくのではないかとお示しす

るのが次です。

　検定試験の一層の社会的活用のために検定試験の関係者に期待される取組としてそれぞれ

例を挙げて提案しています。例えば検定事業者には実施者自らの組織運営の情報を公表し、検

定試験の合格者数や合格率を公表し、この検定で測ろうとしているのはこういう資質だということ

を活用者のために示してあげる。こうしたことが検定の質の向上につながり、利用者の拡大にも

つながるのではないか、あるいはこの検定が社会でどう活用されているか示すことも有効と考えま

す。その他、基礎段階から発展段階まで、検定試験を級ごとに段階付け、学習者が一生涯にわ

たって学習に励み継続できるよう実施することも提案しています。また企業については受験を推

奨する検定試験の明示や、受験料の負担軽減なども考えられるとしています。

　ここで、企業において検定試験が実際に活用されている例を紹介します。これは中教審に来て

いただいたアップコン株式会社の取組です。

　地盤沈下すると建物が傾きます。このような場合に、アップコン株式会社が、建物を持ち上げ、

傾きを直すという工事をしています。この企業では日本語検定の3級を取るよう、全社員に奨励し

ています。日本語検定は、漢字・敬語・文法・語彙・言葉の意味・表記の領域から出題され、日本

語の総合的な運用能力を測るもので、3級は、「高校卒業レベル～社会人基礎レベル」です。で

は、なぜこの会社では日本語検定を取るよう指導しているか、代表取締役から話をお聞きしまし

た。

　アップコン株式会社の業務は沈んだ建物を持ち上げるものですが、顧客は、工事自体ではなく、

施工担当者が作成した報告書によって、施行内容・結果を知ることになります。ところが、担当者

が書く報告書は意味が伝わりにくいなど、上司のチェック段階でも首をかしげることがよくあったと

いいます。そこで、報告書をより良いものにするために取り入れたのが、日本語検定でした。実際

に日本語検定を取り入れた後は、まずは報告書の作成にかかる時間が半分になったということで

す。加えて上司の報告書のチェックで引っかかる部分が減り、企業としては検定の活用により企業

経営効率がアップしたということでした。そこで入社時より日本語検定を持っている人を優遇し、

そうでない人も入社してから検定を受ける活用の仕方で企業の経営効率アップを実現していると

いう報告でした。

　文科省では別な検定の活用法も検討しています。学校では、子どもたちの学んだ成果を多面

的に評価することが求められています。その評価のひとつとして検定を活用することを検討してい

るのです。高校段階でも学校教育の目標に応じて単位認定を行うなどの取組が期待されるとして

います。さらには国、地方、公共団体においては、検定が産業界や学校でも活用しやすくなるよう、

検定事業者との対話の場を設定し、支援すると述べています。

●ICTを活用した生涯学習プラットフォーム
　では次に第Ⅴ章の説明に移ります。

　第Ⅴ章は生涯学習の成果を活用する時の課題のひとつに挙げたマッチングに関わる部分です。

マッチングは、従来から、大学の生涯学習センター等による相談や情報提供により行われていま

す。このような取組を支援するために、ICTの進展を踏まえ、ICTを活用して学んだ成果を記録し、

活躍の場につなげてもらうことも可能ではないかというのがこの提案です。

　参考資料3をご覧ください。ICTを活用した生涯学習のプラットフォームに必要とされる3つの機

能です。

　1番目が「学習機会の提供機能」です。インターネットで買い物をする場合、「この商品を買った

人はこの商品も見ています」と表示されることがあります。これをレコメンド機能といいます。同じよ

うに、生涯学習でもICTを活用すると、学習者がこういう学びをしてこういう活動をしてきたというこ

とが蓄積されることで、次の学びや活動の場を推薦してくれるというのが「学習機会の提供機能」

です。これができれば、学習者と活動の場をコーディネートしてくれるコーディネーター側も、そう

いう情報を参考に、活用の機会を紹介しやすくなるということもあり得ます。

　2番目が「学習・活動履歴の記録・証明機能」です。これは前者の「学習機会の提供機能」を基

礎づけるものです。例えば履歴書には学歴や職歴を書く欄があります。加えて○○検定取得や

公開講座でこういう講座の修了証を持っていると書くこともできます。そういう履歴を上手く蓄積で

きれば自分の能力を証明しやすくなります。学びの記録を学習者本人が書き加えるかというと、

簡単にはいかない場合もあるかと思います。しかし生涯学習プラットフォームがいろんなシステム

とつながれば、自動的にデータを取り込めるようになります。

　学習履歴が集約されていれば、自分の学習の成果をスムーズに確認できることになります。その

個人情報を自分で公にする内容とそうではない内容を管理し相手に見せることができれば、自分

がどういうことができる人間か、より深く効率的に知ってもらうことができます。これが「学習・活動

履歴の記録・証明機能」です。

　3番目が「学習者等のネットワーク化機能」です。Facebookなどをイメージしてもらえるといいの

ですが、そういうところで他の学習者とつながってモチベーションをもって学ぶことができたり、そ

のつながりから違う学びの場を見つけたり、さらには学びを活用する場も見つけられるのではな

いかというのが「学習者等のネットワーク化機能」です。

●最後に
　このような形で、生涯学習プラットフォームというものも考えられるのではないかとお話ししました

が、ではこれが今日明日にもできるかといえば、それは考えにくいことです。総務省において、初

等中等教育段階の実証事業をやっていて、その総務省の成果も活用しながら検討する必要があ

ります。このとき、特に個人情報保護は重要な問題です。また、国としても研究の余地はあり、文

科省も民間への委託を含め研究し、生涯学習プラットフォームのあり方を引き続き検討していると

ころです。

　以上が、第二部の概略です。ご清聴、ありがとうございました。
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「文部科学省生涯学習推進課担当官との意見交換会」

コーディネーター：大橋啓一　全国各種学校協会会長

 大橋　ではまず皆さんからのご質問やご意見をお聞かせください。

 質問者①　わかりやすく興味深いお話ありがとうございました。つきましては私は実務担当ですが、

生涯学習社会の実現に向け、私たちは具体的に何をしたらいいか、ヒントをお聞かせください。

 助川　生涯学習プラットフォーム自体、先に申し上げた通り、まだ具体的な計画ができたわけではあ

りません。それゆえ生涯学習プラットフォームに向けた作業としてはお願いできるところはありません。

ただ皆さんには各地域で、これまで同様、質の高い教育を提供してほしいとお願いいたします。そし

てその質の高い教育を、できれば目に見える形にしてほしいですね。このこと自体はプラットフォーム

に関係ないところですが、先生方にはぜひ努めてもらいたいところです。

 大橋　地域性というといろんな分野があると思います。沖縄には伝統があり、文化があり、沖縄でしか

教えられないこともあると思います。それはどの地域にもあります。

　こうした伝統や文化を守る立場にあるのも、我々各種学校や専修学校など、職業学校も多くの部分

で担っているところです。伝統芸能や伝統技術は、地域で守らないと仕方のないところです。ところが

これに対して国はほとんど関与されません。国民にゆだねられています。で、現実的には伝統はます

ます失われる傾向にあります。私が暮らす広島にも醤油や味噌など、地域ならではの食文化がありま

す。ところがそれを作るための樽を作る職人や店がなくなってしまった。樽の代わりになるものはありま

すが、樽で作った醤油や味噌の味は失われてしまったんです。こういう味は誰がどうやって受け継い

でいくのか…伝統技能は坂道を転がり落ちるように失われています。そういう意味からも各種学校や

専修学校も、地域性をもって頑張らなきゃと思うのですが、頑張れないよね。それをやっていたら倒産

しますからね。

 質問者①　昨年の研修会で学校と地域の連携について、文科省が予算を付けていると話がありまし

たが、今回の生涯学習における環境整備にも予算はついているのでしょうか？

 助川　まだありません。各事業者の方に実践してもらっても、委託補助ということはまだない段階です。

学校と地域の連携については、すでにスタートしている事業で、土曜学習や地域未来塾などどんどん

引き続きやってきたいと思っています。

 質問者②　学校と地域の連携とありましたが、我々は地域の社会教育課に行きましたが、全然取り合

ってくださいませんでした。それはボランティアですか？とうまく連携できなかったのですが、文科省と

しては市や県にどういう通達をされているのでしょうか？

 助川　学校と地域の連携に関する事業について、担当課がどういう通知を出しているのかは詳しくな

いのですが、ただ社会教育課は市町村などの自治体が主体となって事業を実施していると聞いてい

ます。

 質問者②　その時はボランティア＝無償の協力、費用は出せないと言われました。県から一人二人

の担当が来ていますが、協力者はほとんどがボランティアと言われました。公民館活動や子どもの土

曜日に学習するのとか。

 大橋　現実問題としてどうなんですかね。小学校中学校高校から専修学校や各種学校は頼まれるこ

とはありますが、現実はボランティアです。違う例はありますか？

 質問者①　私たちは小学校の部活動を手伝っています。放課後、県の教育委員会からの依頼で子

ども教室をやっています。これはボランティアではなく予算がついています。

 大橋　私からお願いなんですが、生涯学習はいつでもどこでも誰でもがお題目だと思いますが、実

際には過疎化とか子どもの貧困といった現実があり、いつでもどこでも全然学べないんです。これは

お願いする部署が違うのかもしれませんが、同じ官庁内で、生涯学習をやるためにはこれが必要とか、

おかしいとか、どんどん注文することはできないのでしょうか。

 助川　生涯学習分科会の方でも、生涯学習について大所高所から論点を整理していきたいと思いま

す。

 大橋　これも一例なのですが、市町村合併により小学校も幼稚園も統合されています。その一方で、

私の住む広島の中国山地のような山村に行くと、若い人の中には移住希望者もいて、意外と人口が

増えている場合もあります。ところが移住したはいいが子どもを教育する学校がないと、そんな問題が

起こっています。そうしたところも総合的に計画的にやっていただかないと、地域頑張りなさいといい

つつ、頑張れる状況が削がれている矛盾が生じてしまっています。

 助川　私も島根に赴任していたことがあって、島根の山の方もいろいろ問題を抱えていました。でも

頑張っている事例もあり、そういう情報の共有はできます。話は少しそれますが…島根県は大学が2校

しかなくて、私立もない。そうした環境にある人は大学に通うために高校を卒業したら自動的に下宿し

なくてはいけません。島根に昔は63市町村あったが、今は19。行政が広域化されているのもあって、

合併して頑張っているところもあるのですが、おっしゃるように弊害も生まれています。実はICTの活

用というのはそういうのも含んで考えられているところがあります。もちろん過疎化の村でICTを活用し

システムを作ったからといって実際に使われるかというと、それは別問題です。ただそういうのが整備

されると活用しやすくはなります。地域の力が弱まり、みんなの元気がなくなっていくと、そういうのが

あっても余計に元気がなくなるわけで、ICTはツールでしかなくて、社会教育を通して地域をどう活性

化するかは、これからも考えていかなくてはいけないところです。

 大橋　私が関わっている広島の文化協会には、舞台関係や芸能関係や音楽関係などいろんな人が

集まります。そういう人たちとも小学校や中学校に行こうという話が出ます。ところが学校に話をすると

拒否される。もちろんやる方としてはボランティアでギャラを請求するつもりなどありません。でも拒否

される。時間がないと。英数国以外にも学ぶべき大事なことっていっぱいあると思うのですが子どもた

ちも忙しい。では子どもたちの情操教育はどうなるのか、日本の将来が不安です。

 助川　学校が来てほしいときには協会に断られる、ところがその逆もあるというのはよく聞こえてくる話

です。私は現在の部署に来る前に、科学技術の人材育成をやっていたことがあります。そこで、ある

団体から伺ったのですが、その団体では、新しい分野を理科の授業に取り込むにあたり、どのタイミン

グでどんなカリキュラムで指導をすればいいか、入念に計画し、モデル校で試し、市町村に広めたと聞き

ました。団体と学校が協力し、学校での１ヶ月の授業時間、１年の授業時間も考慮し、体系的に位置付

けて計画を立てられたそうです。子どもたちにとっては、それがいい学びでも、タイミングややり方によ

っては一過的な経験になり、知識として蓄積されないことになります。

 大橋　では他になければ、そろそろ終わります。ただ今回の生涯学習の話についてはまだ概念的な

部分が多く、具体的な話はこれからという事ですので、今後はより具体的に前に進む話になることを

期待しています。

　助川室長、長いお時間ありがとうございました。



 大橋　ではまず皆さんからのご質問やご意見をお聞かせください。

 質問者①　わかりやすく興味深いお話ありがとうございました。つきましては私は実務担当ですが、

生涯学習社会の実現に向け、私たちは具体的に何をしたらいいか、ヒントをお聞かせください。

 助川　生涯学習プラットフォーム自体、先に申し上げた通り、まだ具体的な計画ができたわけではあ

りません。それゆえ生涯学習プラットフォームに向けた作業としてはお願いできるところはありません。

ただ皆さんには各地域で、これまで同様、質の高い教育を提供してほしいとお願いいたします。そし

てその質の高い教育を、できれば目に見える形にしてほしいですね。このこと自体はプラットフォーム

に関係ないところですが、先生方にはぜひ努めてもらいたいところです。

 大橋　地域性というといろんな分野があると思います。沖縄には伝統があり、文化があり、沖縄でしか

教えられないこともあると思います。それはどの地域にもあります。

　こうした伝統や文化を守る立場にあるのも、我々各種学校や専修学校など、職業学校も多くの部分

で担っているところです。伝統芸能や伝統技術は、地域で守らないと仕方のないところです。ところが
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ます失われる傾向にあります。私が暮らす広島にも醤油や味噌など、地域ならではの食文化がありま

す。ところがそれを作るための樽を作る職人や店がなくなってしまった。樽の代わりになるものはありま

すが、樽で作った醤油や味噌の味は失われてしまったんです。こういう味は誰がどうやって受け継い

でいくのか…伝統技能は坂道を転がり落ちるように失われています。そういう意味からも各種学校や

専修学校も、地域性をもって頑張らなきゃと思うのですが、頑張れないよね。それをやっていたら倒産

しますからね。

 質問者①　昨年の研修会で学校と地域の連携について、文科省が予算を付けていると話がありまし

たが、今回の生涯学習における環境整備にも予算はついているのでしょうか？

 助川　まだありません。各事業者の方に実践してもらっても、委託補助ということはまだない段階です。

学校と地域の連携については、すでにスタートしている事業で、土曜学習や地域未来塾などどんどん

引き続きやってきたいと思っています。

 質問者②　学校と地域の連携とありましたが、我々は地域の社会教育課に行きましたが、全然取り合

ってくださいませんでした。それはボランティアですか？とうまく連携できなかったのですが、文科省と

しては市や県にどういう通達をされているのでしょうか？

 助川　学校と地域の連携に関する事業について、担当課がどういう通知を出しているのかは詳しくな

いのですが、ただ社会教育課は市町村などの自治体が主体となって事業を実施していると聞いてい

ます。
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 質問者②　その時はボランティア＝無償の協力、費用は出せないと言われました。県から一人二人

の担当が来ていますが、協力者はほとんどがボランティアと言われました。公民館活動や子どもの土
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 大橋　私からお願いなんですが、生涯学習はいつでもどこでも誰でもがお題目だと思いますが、実

際には過疎化とか子どもの貧困といった現実があり、いつでもどこでも全然学べないんです。これは

お願いする部署が違うのかもしれませんが、同じ官庁内で、生涯学習をやるためにはこれが必要とか、

おかしいとか、どんどん注文することはできないのでしょうか。

 助川　生涯学習分科会の方でも、生涯学習について大所高所から論点を整理していきたいと思いま

す。

 大橋　これも一例なのですが、市町村合併により小学校も幼稚園も統合されています。その一方で、

私の住む広島の中国山地のような山村に行くと、若い人の中には移住希望者もいて、意外と人口が

増えている場合もあります。ところが移住したはいいが子どもを教育する学校がないと、そんな問題が

起こっています。そうしたところも総合的に計画的にやっていただかないと、地域頑張りなさいといい

つつ、頑張れる状況が削がれている矛盾が生じてしまっています。

 助川　私も島根に赴任していたことがあって、島根の山の方もいろいろ問題を抱えていました。でも

頑張っている事例もあり、そういう情報の共有はできます。話は少しそれますが…島根県は大学が2校

しかなくて、私立もない。そうした環境にある人は大学に通うために高校を卒業したら自動的に下宿し

なくてはいけません。島根に昔は63市町村あったが、今は19。行政が広域化されているのもあって、

合併して頑張っているところもあるのですが、おっしゃるように弊害も生まれています。実はICTの活

用というのはそういうのも含んで考えられているところがあります。もちろん過疎化の村でICTを活用し

システムを作ったからといって実際に使われるかというと、それは別問題です。ただそういうのが整備

されると活用しやすくはなります。地域の力が弱まり、みんなの元気がなくなっていくと、そういうのが

あっても余計に元気がなくなるわけで、ICTはツールでしかなくて、社会教育を通して地域をどう活性

化するかは、これからも考えていかなくてはいけないところです。

 大橋　私が関わっている広島の文化協会には、舞台関係や芸能関係や音楽関係などいろんな人が

集まります。そういう人たちとも小学校や中学校に行こうという話が出ます。ところが学校に話をすると

拒否される。もちろんやる方としてはボランティアでギャラを請求するつもりなどありません。でも拒否

される。時間がないと。英数国以外にも学ぶべき大事なことっていっぱいあると思うのですが子どもた

ちも忙しい。では子どもたちの情操教育はどうなるのか、日本の将来が不安です。

 助川　学校が来てほしいときには協会に断られる、ところがその逆もあるというのはよく聞こえてくる話

です。私は現在の部署に来る前に、科学技術の人材育成をやっていたことがあります。そこで、ある

団体から伺ったのですが、その団体では、新しい分野を理科の授業に取り込むにあたり、どのタイミン

グでどんなカリキュラムで指導をすればいいか、入念に計画し、モデル校で試し、市町村に広めたと聞き

ました。団体と学校が協力し、学校での１ヶ月の授業時間、１年の授業時間も考慮し、体系的に位置付

けて計画を立てられたそうです。子どもたちにとっては、それがいい学びでも、タイミングややり方によ

っては一過的な経験になり、知識として蓄積されないことになります。

 大橋　では他になければ、そろそろ終わります。ただ今回の生涯学習の話についてはまだ概念的な

部分が多く、具体的な話はこれからという事ですので、今後はより具体的に前に進む話になることを

期待しています。

　助川室長、長いお時間ありがとうございました。



 大橋　ではまず皆さんからのご質問やご意見をお聞かせください。

 質問者①　わかりやすく興味深いお話ありがとうございました。つきましては私は実務担当ですが、

生涯学習社会の実現に向け、私たちは具体的に何をしたらいいか、ヒントをお聞かせください。

 助川　生涯学習プラットフォーム自体、先に申し上げた通り、まだ具体的な計画ができたわけではあ

りません。それゆえ生涯学習プラットフォームに向けた作業としてはお願いできるところはありません。

ただ皆さんには各地域で、これまで同様、質の高い教育を提供してほしいとお願いいたします。そし

てその質の高い教育を、できれば目に見える形にしてほしいですね。このこと自体はプラットフォーム

に関係ないところですが、先生方にはぜひ努めてもらいたいところです。

 大橋　地域性というといろんな分野があると思います。沖縄には伝統があり、文化があり、沖縄でしか

教えられないこともあると思います。それはどの地域にもあります。

　こうした伝統や文化を守る立場にあるのも、我々各種学校や専修学校など、職業学校も多くの部分

で担っているところです。伝統芸能や伝統技術は、地域で守らないと仕方のないところです。ところが

これに対して国はほとんど関与されません。国民にゆだねられています。で、現実的には伝統はます

ます失われる傾向にあります。私が暮らす広島にも醤油や味噌など、地域ならではの食文化がありま

す。ところがそれを作るための樽を作る職人や店がなくなってしまった。樽の代わりになるものはありま

すが、樽で作った醤油や味噌の味は失われてしまったんです。こういう味は誰がどうやって受け継い

でいくのか…伝統技能は坂道を転がり落ちるように失われています。そういう意味からも各種学校や

専修学校も、地域性をもって頑張らなきゃと思うのですが、頑張れないよね。それをやっていたら倒産

しますからね。

 質問者①　昨年の研修会で学校と地域の連携について、文科省が予算を付けていると話がありまし

たが、今回の生涯学習における環境整備にも予算はついているのでしょうか？

 助川　まだありません。各事業者の方に実践してもらっても、委託補助ということはまだない段階です。

学校と地域の連携については、すでにスタートしている事業で、土曜学習や地域未来塾などどんどん

引き続きやってきたいと思っています。

 質問者②　学校と地域の連携とありましたが、我々は地域の社会教育課に行きましたが、全然取り合

ってくださいませんでした。それはボランティアですか？とうまく連携できなかったのですが、文科省と

しては市や県にどういう通達をされているのでしょうか？

 助川　学校と地域の連携に関する事業について、担当課がどういう通知を出しているのかは詳しくな

いのですが、ただ社会教育課は市町村などの自治体が主体となって事業を実施していると聞いてい

ます。

 質問者②　その時はボランティア＝無償の協力、費用は出せないと言われました。県から一人二人

の担当が来ていますが、協力者はほとんどがボランティアと言われました。公民館活動や子どもの土

曜日に学習するのとか。

 大橋　現実問題としてどうなんですかね。小学校中学校高校から専修学校や各種学校は頼まれるこ

とはありますが、現実はボランティアです。違う例はありますか？

 質問者①　私たちは小学校の部活動を手伝っています。放課後、県の教育委員会からの依頼で子

ども教室をやっています。これはボランティアではなく予算がついています。

 大橋　私からお願いなんですが、生涯学習はいつでもどこでも誰でもがお題目だと思いますが、実

際には過疎化とか子どもの貧困といった現実があり、いつでもどこでも全然学べないんです。これは

お願いする部署が違うのかもしれませんが、同じ官庁内で、生涯学習をやるためにはこれが必要とか、

おかしいとか、どんどん注文することはできないのでしょうか。

 助川　生涯学習分科会の方でも、生涯学習について大所高所から論点を整理していきたいと思いま

す。

 大橋　これも一例なのですが、市町村合併により小学校も幼稚園も統合されています。その一方で、

私の住む広島の中国山地のような山村に行くと、若い人の中には移住希望者もいて、意外と人口が

増えている場合もあります。ところが移住したはいいが子どもを教育する学校がないと、そんな問題が

起こっています。そうしたところも総合的に計画的にやっていただかないと、地域頑張りなさいといい

つつ、頑張れる状況が削がれている矛盾が生じてしまっています。

 助川　私も島根に赴任していたことがあって、島根の山の方もいろいろ問題を抱えていました。でも

頑張っている事例もあり、そういう情報の共有はできます。話は少しそれますが…島根県は大学が2校

しかなくて、私立もない。そうした環境にある人は大学に通うために高校を卒業したら自動的に下宿し

なくてはいけません。島根に昔は63市町村あったが、今は19。行政が広域化されているのもあって、

合併して頑張っているところもあるのですが、おっしゃるように弊害も生まれています。実はICTの活

用というのはそういうのも含んで考えられているところがあります。もちろん過疎化の村でICTを活用し

システムを作ったからといって実際に使われるかというと、それは別問題です。ただそういうのが整備

されると活用しやすくはなります。地域の力が弱まり、みんなの元気がなくなっていくと、そういうのが

あっても余計に元気がなくなるわけで、ICTはツールでしかなくて、社会教育を通して地域をどう活性

化するかは、これからも考えていかなくてはいけないところです。

 大橋　私が関わっている広島の文化協会には、舞台関係や芸能関係や音楽関係などいろんな人が

集まります。そういう人たちとも小学校や中学校に行こうという話が出ます。ところが学校に話をすると

拒否される。もちろんやる方としてはボランティアでギャラを請求するつもりなどありません。でも拒否

される。時間がないと。英数国以外にも学ぶべき大事なことっていっぱいあると思うのですが子どもた

ちも忙しい。では子どもたちの情操教育はどうなるのか、日本の将来が不安です。

 助川　学校が来てほしいときには協会に断られる、ところがその逆もあるというのはよく聞こえてくる話

です。私は現在の部署に来る前に、科学技術の人材育成をやっていたことがあります。そこで、ある

団体から伺ったのですが、その団体では、新しい分野を理科の授業に取り込むにあたり、どのタイミン

グでどんなカリキュラムで指導をすればいいか、入念に計画し、モデル校で試し、市町村に広めたと聞き

ました。団体と学校が協力し、学校での１ヶ月の授業時間、１年の授業時間も考慮し、体系的に位置付
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けて計画を立てられたそうです。子どもたちにとっては、それがいい学びでも、タイミングややり方によ

っては一過的な経験になり、知識として蓄積されないことになります。

 大橋　では他になければ、そろそろ終わります。ただ今回の生涯学習の話についてはまだ概念的な

部分が多く、具体的な話はこれからという事ですので、今後はより具体的に前に進む話になることを

期待しています。

　助川室長、長いお時間ありがとうございました。

左から　コーディネーター 大橋先生、助川 室長 パネルディスカッション風景

質問する聴講者
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